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�
本
市
議
会
基
本
条
例
の
特
色
�

　

第　

条
で
は
、
地
方
自
治
法
第　

条

１１

９６

第
２
項
で
、
独
自
に
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
「
議
会
の
議
決
す

べ
き
事
件
」
と
し
て
、
総
合
計
画
の
基

本
構
想
の
策
定
・
改
廃
ほ
か
２
件
を
規

定
し
ま
し
た
。

　

第
４
条
で
は
「
請
願
及
び
陳
情
を
市

民
に
よ
る
幅
広
い
提
案
や
意
見
と
し
て

位
置
付
け
、
適
切
に
生
か
し
て
い
く
」

と
し
、
第　

条
で
は
「
市
議
会
は
、
陳

１４

情
の
審
査
に
当
た
り
、
当
該
陳
情
を
し

た
者
の
意
見
を
聴
く
機
会
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第　

条
で
は
、
市
長
そ
の
他

１０

の
執
行
機
関
に
対
し
て
、
市
政
に
関
す

る
重
要
案
件
を
市
議
会
に
説
明
す
る
こ

と
、
な
ど
の
市
長
等
の
姿
勢
を
求
め
る

条
項
も
規
定
し
て
い
ま
す
。

�
条
例
制
定
の
契
機
�

　

議
会
運
営
委
員
会
の
諮
問
機
関
と
し

て
平
成　

年
１
月
に
発
足
し
た
「
議
会

２４

改
革
等
に
関
す
る
検
討
会
」
で
の
検
討

結
果
報
告
を
基
に
、
平
成　

年
３
月
定

２５

�
市
民
意
見
募
集
と
検
討
�

　

平
成　

年
５
月　

日
に
は
、
条
例 

２６

３１

（
案
）
に
対
す
る
市
民
意
見
交
換
会
を

開
催
し
、　

人
の
市
民
の
来
場
が
あ
り
、

２７

特
別
委
員
会
委
員
と
の
間
で
活
発
な
質

疑
応
答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
５

月　

日
か
ら
６
月　

日
ま
で
、
郵
送
・

１６

１６

持
参
・
Ｅ
メ
ー
ル
等
の
方
法
に
よ
り
、

条
例
（
案
）
に
対
す
る
市
民
か
ら
の
意

見
を
募
り
ま
し
た
。
約
１
か
月
の
期
間

に
寄
せ
ら
れ
た　

件
の
意
見
に
つ
い
て
、 

２７

特
別
委
員
会
に
お
い
て
協
議
が
な
さ
れ
、 

案
文
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
た
後
に
、 

６
月　

日
の
本
会
議
で
議
案
と
し
て
提

３０

案
し
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

条
例
（
案
）
に
つ
い
て
の
市
民
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
意
見
（
要
旨
）
と
、
そ
れ

に
対
す
る
本
特
別
委
員
会
と
し
て
の
考

え
方
は
、市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
議

会
基
本
条
例
」
の
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
会
に
お
い
て
「
議
会
基
本
条
例
に
関

す
る
特
別
委
員
会
」
の
設
置
が
提
案
、

可
決
さ
れ
、　

人
の
委
員
が
選
任
さ
れ

１１

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
特
別
委
員

会
に
お
い
て
、
条
例
制
定
に
向
け
た
検

討
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

�
特
別
委
員
会
に
お
け
る
条
文
検
討
�

　

特
別
委
員
会
で
は
、
ま
ず
、
条
例
全

体
の
構
成
を
検
討
し
た
後
に
、
各
会
派

か
ら
提
出
さ
れ
た
案
を
も
と
に
１
条
ず

つ
、
具
体
的
な
案
文
に
つ
い
て
審
議
し

て
い
き
ま
し
た
。
各
委
員
か
ら
は
大
変

活
発
な
意
見
が
出
さ
れ
、
一
語
の
解
釈

を
巡
っ
て
議
論
が
白
熱
し
、
数
時
間
に

及
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

様
々
な
議
論
を
重
ね
た
後
、
第　

回
１６

と
な
る
平
成　

年
４
月　

日
開
催
の
特

２６

３０

別
委
員
会
で
の
協
議
に
よ
り
、
そ
の
時

点
に
お
け
る
議
会
基
本
条
例
（
案
）
を

ま
と
め
、
市
民
意
見
を
募
集
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

６ ６ ６ 月定例会議 月定例会議 月定例会議 

市
立
公
文
書
館
条
例
な
ど

市
立
公
文
書
館
条
例
な
ど

　

件
の
議
案
を
可
決

件
の
議
案
を
可
決
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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た

圏央道（相模原愛川ＩＣ～高尾山ＩＣ）開通式

賛賛
成成
総総
員員
でで
可可
決決

　

相
模
原
市
議
会
で
は
、
議
会
基
本
条
例
に
関
す
る
特
別
委
員
会

に
お
け
る
協
議
、
市
民
の
皆
様
か
ら
の
意
見
募
集
等
を
経
て
、
平

成　

年
６
月　

日
、
議
会
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
相
模
原
市
議

２６

３０

会
基
本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。
６
月
定
例
会
議
の
本
会
議
第
７

日
（
平
成　

年
６
月　

日
開
催
）
に
お
い
て
、
同
特
別
委
員
会
委

２６

３０

員
長
か
ら
提
案
さ
れ
、
賛
成
総
員
で
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
成

立
し
た
も
の
で
、
平
成　

年
７
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

２６

　

こ
の
条
例
は
「
市
議
会
が
市
民
の
負
託
に
的
確
に
応
え
、
議
会

の
使
命
を
果
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
市
民
の
幸
せ
と
持
続
的
で
豊

か
な
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
お
り
、
前

文
と
７
章　

条
の
条
文
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

２３

８
面
に
条
例
全
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

６
月
定
例
会
議
は
、
５
月　

日
か
ら
６
月　

日
ま
で
の　

日
間
の
会
議
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

３０

３０

３２

　

本
会
議
初
日
に
は
、
市
長
か
ら
市
立
公
文
書
館
条
例
な
ど
、　

件
の
議
案
の
提
案
説
明
が
行
わ
れ

１２

ま
し
た
。

　

本
会
議
２
日
目
及
び
３
日
目
に
は
、
代
表
質
問
・
個
人
質
疑
が
行
わ
れ
、
３
日
目
の
代
表
質
問
終

了
後
、
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
議
員
の
選
挙
が
指
名
推
選
に
よ
り
行
わ
れ
、
須

田
議
長
が
指
名
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
各
議
案
及
び
陳
情
が
、
所
管
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し

た
。

　

本
会
議
４
日
目
か
ら
６
日
目
ま
で
は
、
市
政
全
般
に
関
し
て
、　

人
の
議
員
か
ら
一
般
質
問
が
行

２３

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
６
日
目
の
一
般
質
問
終
了
後
、
陳
情
１
件
の
撤
回
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
会
議
７
日
目
は
、
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
い
た
議
案
等
に
つ
い
て
、
各
委
員
長
か
ら
審
査
報

告
が
行
わ
れ
、
議
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
、
陳
情
は
１
件
が
採
択
、
１
件
が
不
採
択
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
委
員
会
提
出
議
案
と
し
て
、
相
模
原
市
議
会
基
本
条
例
が
、
提
案
さ
れ
、
質
疑
の

後
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
議
員
提
出
議
案
と
し
て
意
見
書
２
件
が
提
出
さ
れ
、
議
提
議
案
第

２
号
に
つ
い
て
は
、
９
月
定
例
会
議
へ
の
継
続
審
査
を
求
め
る
動
議
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

動
議
が
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
さ
れ
、
議
提
議
案
第
２
号
は
引
き
続
き
審
議
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
議
提
議
案
第
３
号
の
意
見
書
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
陳
情
２
件
が

上
程
さ
れ
、
建
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
日
誌 

５
月　

日　

議
会
運
営
委
員
会

２３

６
月
定
例
会
議

５
月　

日　

本
会
議
第
１
日（　

人
）

３０

４８

６
月
９
日　

本
会
議
第
２
日（　

人
）

４６

　
　
　

日　

本
会
議
第
３
日（　

人
）

１０

４６

　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

日　

総
務
委
員
会

１１

　
　
　

日　

環
境
経
済
委
員
会

１２

　
　
　

日　

民
生
委
員
会

１３

　
　
　

日　

建
設
委
員
会

１６

　
　
　

日　

議
会
基
本
条
例
に

２３

　
　
　
　
　
　

関
す
る
特
別
委
員
会

　
　
　

日　

本
会
議
第
４
日（　

人
）

２５

４８

　
　
　

日　

本
会
議
第
５
日（　

人
）

２６

４８

　
　
　

日　

本
会
議
第
６
日（　

人
）

２７

４８

　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　

議
会
基
本
条
例
に

　
　
　
　
　
　

関
す
る
特
別
委
員
会

　
　
　

日　

本
会
議
第
７
日（　

人
）

３０

４８

　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　

※（　

）は
本
会
議
の
出
席
人
数

　

本
号
で
は
、
「
主
な
議
案
の
概

要
」
は
、
紙
面
の
都
合
に
よ
り
、

３
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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対
応
に
つ
い
て
、
考
え
は
。

　

答　

内
郷
児
童
ク
ラ
ブ
に
待
機
児
童

が
多
数
い
る
状
況
や
夏
休
み
の
ニ
ー
ズ

が
高
い
こ
と
か
ら
、
人
材
確
保
の
課
題

は
あ
る
が
、
一
時
的
に
内
郷
児
童
ク
ラ

ブ
の
定
員
拡
大
を
図
り
、
夏
休
み
期
間

の
対
応
が
で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い
る
。

　

問　

千
木
良
小
学
校
の
図
書
室
等
を

活
用
し
て
新
設
す
る
こ
と
に
よ
る
、
小

学
校
の
運
営
に
対
す
る
影
響
は
。

　

答　

千
木
良
小
学
校
の
図
書
室
等
を

児
童
ク
ラ
ブ
と
し
て
活
用
す
る
の
は
、

図
書
室
の
一
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学

校
運
営
に
対
す
る
影
響
は
少
な
い
も
の

と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
児
童
ク
ラ
ブ

の
開
設
時
間
中
に
お
い
て
、
高
学
年
の

児
童
の
一
時
的
な
使
用
や
、
放
課
後
の

図
書
の
貸
し
出
し
を
要
す
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
児

童
育
成
指
導
員
に
よ
る
指
導
を
徹
底
し

て
い
く
。

に
深
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る

の
で
、
開
館
に
合
わ
せ
て
企
画
展
や
講

演
会
等
を
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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本市の独自性と運用は

　

７
会
派
の
代
表
に
よ
り
行
わ
れ
た
、
代
表
質
問
・
個
人
質
疑

の
あ
ら
ま
し
を
掲
載
し
ま
す
。

問 問 問 

質 質 質 

表 表 表 
代 代 代 

代
表
質
問
を
行
っ
た
議
員

　

折
笠
峰
夫
（
新
政
ク
ラ
ブ
）

　

加
藤
明
徳
（
公
明
党
）

　

関
根
雅
吾
郎
（
民
主
・
新
無
所
属
）

　

五
十
嵐
千
代
（
颯
爽
）

　

藤
井
克
彦
（
日
本
共
産
党
）

　

金
子
豊
貴
男
（
市
民
連
合
）

個
人
質
疑
を
行
っ
た
議
員

　

栗
原　

大
（
み
ん
な
の
ク
ラ
ブ
）

　

問　

現
在
適
用
さ
れ
て
い
る
県
環
境

影
響
評
価
条
例
と
比
べ
、
本
市
条
例
で

独
自
に
定
め
た
内
容
は
。

　

答　

本
条
例
で
は
、
水
源
地
域
な
ど

本
市
の
地
域
特
性
に
配
慮
し
た
地
域
区

分
を
設
定
し
、
県
条
例
よ
り
厳
し
い
規

模
要
件
を
設
け
て
い
る
。
対
象
事
業
に

つ
い
て
は
、
本
市
の
交
通
環
境
の
改
善

に
よ
る
利
便
性
向
上
が
見
込
ま
れ
る
た

め
、
大
規
模
商
業
施
設
や
大
規
模
物
流

施
設
の
建
設
な
ど
を
加
え
る
。
こ
の
ほ

か
、
県
条
例
に
定
め
の
な
い
計
画
段
階

に
お
け
る
配
慮
書
手
続
き
や
、 
光
害 
を

ひ
か
り
が
い

新
た
に
評
価
項
目
に
加
え
る
こ
と
な
ど

が
本
市
独
自
の
規
定
で
あ
る
。

　

問　

今
後
、
策
定
予
定
と
し
て
い
る

技
術
指
針
の
内
容
と
、
策
定
の
方
法
、

時
期
は
。

　

答　

技
術
指
針
は
、
配
慮
書
か
ら
事

後
調
査
報
告
書
ま
で
一
連
の
環
境
影
響

評
価
に
関
す
る
図
書
を
事
業
者
が
作
成

す
る
際
の
標
準
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
な

る
も
の
で
、
内
容
は
、
評
価
項
目
の
細

目
、
調
査
地
点
や
調
査
時
期
、
予
測
条

件
や
予
測
方
法
、
評
価
の
考
え
方
、
事

後
調
査
の
時
期
や
方
法
等
で
あ
る
。
こ

の
指
針
は
、
専
門
的
な
事
項
が
多
く
、

ま
た
、
条
例
の
運
営
に
不
可
欠
な
も
の

で
あ
る
た
め
、
条
例
施
行
後
、
速
や
か

に
環
境
影
響
評
価
審
査
会
を
設
置
し
、

技
術
指
針
の
内
容
を
検
討
し
て
も
ら
い
、

そ
の
結
果
を
受
け
、
市
の
原
案
を
作
成

し
た
上
で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

手
続
き
を
行
い
、
本
年
度
内
に
策
定
す

る
予
定
で
あ
る
。

　

問　

事
業
者
が
、
工
事
中
及
び
供
用

後
の
事
後
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
場
合
の
想
定
は
。
ま
た
、
事

後
調
査
の
結
果
、
当
初
の
予
測
と 
乖
離 

か
い
り

が
あ
る
場
合
、
市
の
対
応
は
。

　

答　

環
境
影
響
評
価
は
、
事
業
の
実

施
に
よ
る
周
辺
環
境
の
影
響
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
調
査
・
予
測
・
評
価
し
、

適
切
な
環
境
保
全
措
置
を
検
討
す
る
も

の
だ
が
、
地
下
水
へ
の
影
響
や
代
償
措

置
と
し
て
実
施
す
る
希
少
植
物
等
の
移

植
な
ど
、
予
測
が
難
し
い
項
目
に
つ
い

て
は
、
市
条
例
で
、
事
業
者
が
自
ら
事

後
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

調
査
の
結
果
、
予
測
値
と 
乖
離 
が
あ
っ

か
い
り

た
場
合
は
、
追
加
の
環
境
保
全
措
置
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
に

お
い
て
も
、
事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
る

事
後
調
査
報
告
書
等
に
よ
り
、
そ
の
内

容
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応

じ
、
実
地
調
査
や
指
導
、
助
言
を
行
う

な
ど
適
切
な
対
応
を
と
っ
て
い
き
た
い
。

　

問　

条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、

公文書館が設置される城山総合事務所

勧
告
等
の
措
置
を
定
め
て
い
る
が
、
実

効
性
の
確
保
に
つ
い
て
、
考
え
は
。

　

答　

市
条
例
の
規
定
に
違
反
す
る
場

合
、
市
で
は
事
業
者
に
対
し
て
、
実
地

調
査
を
し
、
指
導
等
を
行
う
ほ
か
、
期

限
を
定
め
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
勧
告
し
、
正
当
な
理
由
な
く
勧
告
に

従
わ
な
い
と
き
は
公
表
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
事
業
者
名
等
の
公
表
は
、
当

該
事
業
者
の
社
会
的
信
用
な
ど
に
大
き

く
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
実
効
性

は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

容
を
一
つ
一
つ
確
認
し
、
く
ん 
蒸 
処
理

じ
ょ
う

や
目
録
の
作
成
な
ど
の
準
備
が
必
要
と

な
る
。　

月
の
開
館
時
に
全
て
の
歴
史

１０

的
公
文
書
を
利
用
で
き
る
状
態
に
す
る

こ
と
は
難
し
い
状
況
だ
が
、
一
点
で
も

多
く
の
文
書
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ

う
準
備
を
急
い
で
い
る
。

　

問　

公
文
書
館
に
お
け
る
館
長
の
権

限
、
職
員
体
制
と
そ
の
任
期
は
。ま
た
、

専
門
職
員
の
配
置
に
つ
い
て
、見
解
は
。

　

答　

館
長
は
、
施
設
の
責
任
者
と
し

て
、
管
理
運
営
業
務
の
総
括
や
、
所
属

職
員
の
指
揮
監
督
、
施
設
の
利
用
制
限

及
び
入
館
の
制
限
、
歴
史
的
公
文
書
の

簡
易
閲
覧
の
申
し
込
み
の
承
認
な
ど
、

公
文
書
館
の
運
営
全
般
に
つ
い
て
の
権

限
を
有
す
る
。
職
員
体
制
は
、
非
常
勤

特
別
職
の
館
長
の
ほ
か
、
再
任
用
職
員

及
び
非
常
勤
職
員
を
配
置
し
、
運
営
し

て
い
く
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
任

期
は
、
非
常
勤
特
別
職
及
び
再
任
用
職

員
と
も
に
、
原
則
と
し
て
１
年
で
あ
る

が
、
更
新
し
て
任
用
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
。専
門
職
員
の
配
置
は
、

再
任
用
職
員
で
司
書
資
格
を
有
す
る
者

や
情
報
公
開
事
務
の
経
験
者
等
を
任
用

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
専
門

家
の
助
言
を
聴
け
る
体
制
を
整
え
る
こ

と
で
、
専
門
性
を
確
保
し
た
い
。

　

問　

仕
事
帰
り 
に
利
用 
で 
き
る 
よ
う 
、

平
日
の
開
館
時
間
を
遅
ら
せ
、
閉
館
時

間
を
延
ば
す
考
え
は
。

　

答　

公
文
書
館
の
利
用
時
間
は
、
他

都
市
の
公
文
書
館
の
状
況
や
夜
間
に
お

け
る
施
設
管
理
の
観
点
か
ら
、
昼
間
の

み
の
利
用
と
し
た
が
、
市
民
の
利
便
性

を
考
慮
す
る
中
で
、
土
曜
日
、
日
曜
日

及
び
祝
日
を
開
館
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

問　

市
民
の
関
心
を
高
め
、
広
め
て

い
く
た
め
、
開
館
時
に
企
画
展
示
等
の

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
考
え
は
。

　

答　

歴
史
的
公
文
書
は
、
よ
り
多
く

の
人
に
見
て
も
ら
い
、
本
市
の
成
長
の

過
程
を
知
り
、
郷
土
へ
の
愛
着
を
さ
ら

　

問　

公
文
書
館
の
開
館
に
向
け
た
準

備
作
業
の
進
捗
状
況
は
。

　

答　

歴
史
的
公
文
書
の
利
用
を
可
能

と
す
る
た
め
に
は
、
文
書
の
状
態
や
内

　

問　

第
四
次
厚
木
基
地
爆
音
訴
訟

に
対
す
る
横
浜
地
方
裁
判
所
の
判
決
に

つ
い
て
、
市
の
評
価
は
。
ま
た
、
判
決

で
、
米
軍
機
の
飛
行
差
し
止
め
の
訴
え

が
退
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
見
解
は
。

　

答　

厚
木
基
地
周
辺
で
は
、
多
く
の

市
民
が
航
空
機
に
よ
る
耐
え
難
い
騒
音

被
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の

判
決
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し

て
、
改
め
て
、
騒
音
被
害
の
違
法
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、

一
日
も
早
い
騒
音
問
題
の
抜
本
的
解
決

に
向
け
て
、
全
力
で
取
り
組
む
べ
き
も

の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
、
激

し
い
騒
音
を
伴
い
飛
行
す
る
米
空
母
艦

載
機
に
つ
い
て
は
、
平
成　

年
を
目
途

２９

と
さ
れ
て
い
る
岩
国
基
地
へ
の
移
駐
が
、

着
実
、
か
つ
一
日
も
早
く
実
現
さ
れ
る

よ
う
、
今
後
と
も
、
国
・
米
軍
に
働
き

か
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

問　

キ
ャ
ン
プ
座
間
の
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
騒
音
被
害
対
策
の
取
り
組
み
は
。

　

答　

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
騒
音
は
、
キ

ャ
ン
プ
座
間
所
属
の
米
陸
軍
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
の
ほ
か
、
厚
木
基
地
か
ら
訓
練
の

た
め
に
飛
来
す
る
米
海
軍
の
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
が
、
周
辺
の
住
宅
地
上
空
を
飛
行

す
る
こ
と
が
、
騒
音
被
害
を
拡
大
さ
せ

る
主
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
市
と
し

て
は
、
市
米
軍
基
地
返
還
促
進
等
市
民

協
議
会
と
と
も
に
、
国
・
米
軍
に
対
し
、

米
軍
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
住
宅
密
集

地
上
空
で
の
飛
行
訓
練
の
禁
止
や
、
国

の
責
任
で
代
替
訓
練
施
設
を
整
備
す
る

な
ど
、
騒
音
被
害
を
抜
本
的
に
解
消
す

る
よ
う
、
強
く
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

厚
木
基
地
爆
音
訴
訟

地
裁
判
決
へ
の
評
価
は

千
木
良
児
童
ク
ラ
ブ

設

置

の

経

過

は

　

問　

相
模
湖
地
区
の
千
木
良
に
児
童

ク
ラ
ブ
を
新
設
す
る
に
至
っ
た
経
過
は
。

　

答　

昨
年
末
に
、
内
郷
児
童
ク
ラ
ブ

の
平
成　

年
度
の
入
会
申
請
を
受
け
付

２６

け
た
と
こ
ろ
、
定
員　

人
に
対
し
、　

３０

５５

人
の
申
請
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況

を
踏
ま
え
、
相
模
湖
地
区
の
児
童
ク
ラ

ブ
の
定
員
拡
大
を
早
急
に
図
る
必
要
が

あ
っ
た
た
め
、
内
郷
小
学
校
で
の
定
員

拡
大
を
検
討
し
た
が
、
拡
大
の
余
地
が

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
児
童
の
タ
ク
シ

ー
移
送
の
効
率
性
を
考
慮
し
た
結
果
、

千
木
良
小
学
校
内
に
新
た
に
児
童
ク
ラ

ブ
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

問　

千
木
良
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
９
月

１
日
の
開
設
だ
が
、
夏
休
み
期
間
中
の

配
偶
者
同
行
休
業
制
度

導

入

の

理

由

は

　

問　

国
で
は
、
本
年
２
月
に
配
偶
者

同
行
休
業
制
度
が
開
始
さ
れ
た
が
、
本

市
が
同
制
度
を
導
入
す
る
理
由
は
。

　

答　

こ
の
制
度
の
創
設
を
目
的
と
し

た
地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い
、
本

市
に
お
い
て
も
、
公
務
に
お
い
て
活
躍

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
職
員
が
、
配

偶
者
の
海
外
転
勤
等
に
よ
り
離
職
し
て

し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
で
、
継
続
的

な
勤
務
を
促
進
す
る
た
め
、
こ
の
制
度

を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
。本
制
度
は
、

人
材
確
保
の
面
の
ほ
か
、
仕
事
と
家
庭

の
両
立
支
援
の
取
り
組
み
と
し
て
も
有

効
な
制
度
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

問　

本
制
度
は
、
最
長
３
年
間
の
休

業
の
取
得
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
間

の
市
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
は
。ま
た
、

業
務
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
た
め
の
職

場
環
境
の
整
え
方
は
。

　

答　

職
員
が
配
偶
者
同
行
休
業
を
取

得
す
る
際
に
は
、
当
該
職
員
の
業
務
を

処
理
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
正

規
職
員
の
配
置
や
任
期
付
職
員
の
採
用

な
ど
の
措
置
を
講
じ
て
い
く
た
め
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。
ま
た
、
本
制
度
を
利
用
す
る

職
員
は
、
最
長
３
年
と
い
う
長
期
に
わ

た
る
休
業
と
な
る
こ
と
か
ら
、
定
数
除

外
規
定
を
設
け
、
休
業
す
る
職
員
の
職

場
の
状
況
に
応
じ
て
、
正
規
職
員
の
配

置
や
任
期
付
職
員
の
採
用
な
ど
、
柔
軟

な
措
置
を
講
じ
て
い
き
た
い
。

　

問　

休
業
中
は
給
与
が
支
給
さ
れ
な

い
が
、
そ
の
間
の
市
町
村
共
済
組
合
の

年
金
に
係
る
市
の
負
担
分
と
当
該
職
員

の
負
担
分
の
取
り
扱
い
は
。

　

答　

職
員
は
、
休
業
期
間
中
も
共
済

組
合
の
組
合
員
と
な
り
、
医
療
、
介
護
、

年
金
等
に
は
共
済
組
合
制
度
が
適
用
さ

れ
、
当
該
職
員
に
係
る
負
担
金
は
本
市

が
、
掛
金
は
職
員
本
人
が
負
担
す
る
。

公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文
書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書
館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館
のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開
設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設

公
文
書
館
の
開
設

準
備
状
況
と
運
営
は
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▽
市
立
公
文
書
館
条
例

　

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等

を
保
存
す
る
市
立
公
文
書
館
を
設
置
す

る
た
め
、
所
要
の
定
め
を
す
る
。
施
行

期
日
は
、
平
成　

年　

月
１
日
。

２６

１０

▽
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

条
例

　

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い
、
外

国
で
勤
務
等
を
す
る
配
偶
者
と
生
活
を

共
に
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
職
員
の
継

続
的
な
勤
務
を
促
進
す
る
た
め
の
配
偶

者
同
行
休
業
制
度
に
つ
い
て
所
要
の
定

め
を
す
る
。
施
行
期
日
は
、公
布
の
日
。

▽
市
税
条
例
の
一
部
改
正

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
よ
る
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、

法
人
の
市
民
税
の
法
人
税
割
及
び
軽
自

動
車
税
の
税
率
に
係
る
規
定
の
改
正
、

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
に
係

る
割
合
を
定
め
る
規
定
の
追
加
そ
の
他

所
要
の
改
正
を
す
る
。
施
行
期
日
は
、

公
布
の
日
。
た
だ
し
、
法
人
の
市
民
税

の
法
人
税
割
の
税
率
に
係
る
規
定
の
改

正
は
平
成　

年　

月
１
日
施
行
、
軽
自

２６

１０

動
車
税
の
税
率
引
き
上
げ
に
係
る
規
定

の
改
正
は
平
成　

年
４
月
１
日
施
行
、

２７

軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
の
追
加
は

平
成　

年
４
月
１
日
施
行
。

２８

▽
個
人
の
市
民
税
の
控
除
対
象
と
な
る

寄
附
金
を
受
け
入
れ
る
特
定
非
営
利
活

動
法
人
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

個
人
の
市
民
税
の
控
除
対
象
と
な
る

寄
附
金
を
受
け
入
れ
る
特
定
非
営
利
活

動
法
人
及
び
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法

人
が
寄
附
金
を
受
け
入
れ
る
期
間
に
係

る
規
定
を
追
加
す
る
。
施
行
期
日
は
、

公
布
の
日
。

▽
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　

い
じ
め
の
防
止
等
に
関
係
す
る
機
関

及
び
団
体
の
連
携
を
図
る
た
め
、
青
少

年
問
題
協
議
会
の
設
置
目
的
及
び
委
員

の
数
を
改
正
す
る
。
施
行
期
日
は
、
平

成　

年　

月
１
日
。

２６

１０

▽
市
立
児
童
ク
ラ
ブ
条
例
の
一
部
改
正

　

市
立
千
木
良
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
置
す

る
た
め
、
所
要
の
定
め
を
す
る
。
施
行

期
日
は
、
平
成　

年
９
月
１
日
（
一
部

２６

例
外
あ
り
）
。

▽
環
境
影
響
評
価
条
例

　

産
業
及
び
経
済
の
発
展
、
生
活
環
境

の
維
持
及
び
向
上
並
び
に
自
然
環
境
の

保
全
の
調
和
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及

び
将
来
の
市
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生

億
円
の
減
収
を
見
込
ん
で
い
る
。ま
た
、

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
平
成　

年
２７

度
に
原
動
機
付
自
転
車
な
ど
に
つ
い
て

約
７
０
０
０
万
円
、
さ
ら
に
平
成　

年
２８

度
に
軽
四
輪
の
新
車
登
録
分
な
ど
に
つ

い
て
約
５
０
０
０
万
円
の
増
収
を
見
込

ん
で
い
る
。
今
後
、
す
べ
て
の
四
輪
車

等
が
新
車
に
更
新
さ
れ
た
場
合
に
は
、

本
年
度
に
比
べ
、
約
３
億
８
０
０
０
万

円
の
増
収
に
な
る
も
の
と
見
込
ん
で
い

る
。
な
お
、
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

に
つ
い
て
は
、
市
税
収
入
へ
の
影
響
は

小
さ
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

問　

軽
自
動
車
税
の
税
率
の
引
き
上

げ
幅
は
車
種
に
よ
り
差
が
あ
る
が
、
改

市
税
条
例
の
一
部
改
正

市
税
収
入
へ
の
影
響
は

　

問　

条
例
改
正
に
よ
る
市
税
収
入
へ

の
影
響
は
。

　

答　

法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
の
税

率
引
き
下
げ
に
つ
い
て
は
、
本
年　

月
１０

１
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
事
業
年
度
か

ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
格
的
な

影
響
は
平
成　

年
度
以
降
と
な
る
。
こ

２８

の
た
め
、
平
成　

年
度
は
改
正
の
影
響

２６

は
な
い
が
、
平
成　

年
度
は
約
３
億
円

２７

の
減
収
を
、
平
成　

年
度
以
降
は
約　

２８

１２

陳
情
の
審
議
結
果 

▽
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
に
関
わ
る
労
災

認
定
基
準
の
改
定
及
び
周
知
に
つ
い
て

▽
都
市
再
生
機
構
神
奈
川
地
域
支
社
に

対
し
、
相
模
台
団
地
「
コ
ン
パ
ク
ト
タ

ウ
ン
構
想
」
に
つ
い
て
団
地
居
住
者
と

の
円
満
な
話
し
合
い
等
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

▽
過
労
死
防
止
基
本
法
の
制
定
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

総

務

委

員

会

民

生

委

員

会

▽
火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正

　

今
回
の
改
正
で
、
火
を
使
用
す
る
器

具
等
を
、
祭
礼
や
縁
日
な
ど
、
多
数
の

人
の
集
合
す
る
催
し
で
使
用
す
る
場
合

に
配
備
す
る
こ
と
と
な
っ
た
消
火
器
の

種
類
、
配
備
の
場
所
、
必
要
本
数
等
が

問
わ
れ
た
。
ま
た
、
爆
発
的
な
火
災
が

発
生
し
た
と
き
の
対
応
に
関
す
る
見
解

が
問
わ
れ
た
。
抑
止
と
予
防
の
観
点
か

ら
、
防
火
担
当
者
の
設
置
や
火
気
危
険

委
員
会
の
審
査

▽
市
立
児
童
ク
ラ
ブ
条
例
の
一
部
改
正

　

千
木
良
児
童
ク
ラ
ブ
の
定
員
数
を　
４０

人
と
し
た
理
由
や
千
木
良
小
学
校
内
の

児
童
ク
ラ
ブ
と
し
て
使
用
す
る
場
所
に

つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
。
ま
た
、
開
設
時

期
が
新
学
期
の
４
月
か
ら
で
は
な
く
９

月
か
ら
と
な
っ
た
経
過
が
尋
ね
ら
れ
る

と
と
も
に
、
こ
ど
も
育
成
部
と
教
育
委

員
会
の
連
携
体
制
の
確
立
が
求
め
ら
れ

た
。
さ
ら
に
、
開
設
に
当
た
っ
て
の
課

題
で
あ
る
指
導
員
の
人
材
確
保
の
状
況

が
尋
ね
ら
れ
た
。
ま
た
、
児
童
ク
ラ
ブ

の
民
間
委
託
の
手
法
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
民

間
施
設
へ
の
補
助
金
額
等
が
尋
ね
ら
れ

た
。
さ
ら
に
、
待
機
児
の
居
場
所
づ
く

り
に
つ
い
て
見
解
が
求
め
ら
れ
た
。
ま

た
、
桂
北
小
学
校
の
児
童
を
タ
ク
シ
ー

に
よ
り
千
木
良
児
童
ク
ラ
ブ
へ
移
送
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
タ
ク
シ
ー
会
社
と

の
契
約
内
容
が
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、

物
の
事
前
把
握
な
ど
、
今
後
の
新
た
な

取
り
組
み
の
予
定
が
尋
ね
ら
れ
た
。
祭

礼
等
の
開
催
に
際
し
て
、
条
例
の
内
容

を
市
民
に
周
知
し
、
普
及
し
て
い
く
た

め
の
取
り
組
み
が
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、 

祭
礼
等
の
開
催
日
程
の
把
握
方
法
が
尋

ね
ら
れ
た
。
自
治
会
等
が
祭
礼
等
を
実

施
す
る
際
に
、
配
備
す
る
べ
き
消
火
器

の
本
数
を
準
備
で
き
な
い
と
き
の
貸
し

出
し
用
と
し
て
、
消
防
署
で
用
意
す
る

消
火
器
の
本
数
が
尋
ね
ら
れ
る
と
と
も

に
、
そ
の
本
数
を
増
や
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
祭
礼
等
の
イ
ベ
ン

ト
会
場
近
く
に
あ
る
公
共
施
設
等
に
設

置
さ
れ
て
い
る
消
火
器
を
、
イ
ベ
ン
ト

会
場
に
配
備
し
た
も
の
と
み
な
す
運
用

に
つ
い
て
の
見
解
が
尋
ね
ら
れ
た
。
関

連
し
て
、
消
火
器
の
使
用
期
限
に
関
す

る
取
り
扱
い
上
の
見
解
が
問
わ
れ
る
と

と
も
に
、
３
年
ご
と
に
実
施
す
る
消
火

器
の
点
検
に
つ
い
て
、
点
検
者
の
資
格

要
件
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
が
要

望
さ
れ
た
。

【
委
員
会
―
総
員
可
決
】

▽
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築

物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

御
園
２
丁
目
地
区
に
お
け
る
地
区
計

画
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
背
景
、
自

治
会
と
は
別
に
作
ら
れ
た
、
地
元
の
合

意
形
成
を
図
る
た
め
の
検
討
組
織
の
内

容
、
合
意
形
成
ま
で
の
経
過
、
派
遣
し

た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
専
門
性
に
つ
い
て

尋
ね
ら
れ
た
。
ま
た
、
今
回
の
地
区
計

画
の
特
徴
、
該
当
地
区
の
一
部
に
お
い

て
既
に
存
在
す
る
建
築
協
定
へ
の
影
響
、 

最
小
限
度
区
画
を　

平
方
㍍
と
し
た
根

９０

拠
、
比
較
的
狭
い
範
囲
の
隣
接
し
た
地

区
を
Ａ
地
区
、
Ｂ
地
区
に
分
け
た
理
由

が
質
疑
さ
れ
る
と
と
も
に
、
市
の
景
観

計
画
に
お
け
る
塗
り
替
え
の
規
制
に
つ

い
て
尋
ね
ら
れ
た
。
ま
た
、
権
利
者
の

う
ち
の
賛
同
者
の
割
合
と
、
合
意
形
成

が
と
れ
た
と
考
え
る
基
準
及
び
他
市
と

の
比
較
、
反
対
者
の
理
由
と
反
対
意
見

に
対
す
る
市
の
対
応
に
つ
い
て
問
わ
れ

児
童
一
人
当
た
り
に
か
か
る
タ
ク
シ
ー

代
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
、
計
画
的
な
運

用
を
す
る
よ
う
要
望
さ
れ
た
。さ
ら
に
、

児
童
の
迎
え
に
つ
い
て
、
引
き
取
り
に

行
く
者
の
条
件
の
緩
和
の
必
要
性
や
、

送
迎
の
交
通
手
段
が
問
わ
れ
た
。
関
連

し
て
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
に
送
迎
す
る
際

の
駐
車
場
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
考
え
が
尋
ね
ら
れ
た
。

【
委
員
会
―
総
員
可
決
】

建

設

委

員

会

環
境
経
済
委
員
会

▽
環
境
影
響
評
価
条
例

　

環
境
影
響
評
価
手
続
き
の
流
れ
の
概

略
と
、
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
事
業
者
が

順
次
作
成
す
る
方
法
書
・
準
備
書
・
評

価
書
の
各
図
書
に
つ
い
て
、
審
査
の
内

容
が
尋
ね
ら
れ
る
と
と
も
に
、
各
図
書

に
対
す
る
市
民
意
見
の
反
映
方
法
に
つ

い
て
質
疑
さ
れ
た
。
民
間
事
業
者
の
場

合
に
は
努
力
規
定
で
あ
る
配
慮
書
の
提

出
に
つ
い
て
、
提
出
す
る
よ
う
誘
導
す

る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、
産

業
の
発
展
と
環
境
と
の
調
和
が
重
要
で

あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
本
条
例
中
、
事

業
者
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
工
夫
し
た

点
が
尋
ね
ら
れ
た
。
ま
た
、
リ
ニ
ア
車

両
基
地
の
建
設
等
が
、
市
条
例
の
対
象

事
業
と
な
る
か
否
か
が
質
疑
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
市
独
自
の
事
務
と
し
て
運
営

す
る
に
当
た
り
、
審
査
会
の
設
置
も
含

め
た
コ
ス
ト
と
事
務
量
の
増
加
に
係
る

試
算
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、

県
の
負
担
が
減
る
こ
と
か
ら
、
財
政
的

な
措
置
に
つ
い
て
県
に
交
渉
す
る
こ
と

が
要
望
さ
れ
た
。
ま
た
、
施
行
日
が
１

年
後
の
平
成　

年
７
月
１
日
で
あ
る
理

２７

由
と
、こ
の
制
度
の
市
民
周
知
の
た
め
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
活
用
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
尋
ね

ら
れ
た
。

【
委
員
会
―
総
員
可
決
】

た
。
さ
ら
に
、
本
市
の
地
区
計
画
の
歴

史
的
な
背
景
、
地
区
計
画
に
至
る
手
続

き
と
流
れ
、
現
在
、
地
区
計
画
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
尋

ね
ら
れ
た
。

【
委
員
会
―
総
員
可
決
】

活
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
規
模
が
大

き
く
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の

と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
業
に
係
る
計

画
段
階
配
慮
、
環
境
影
響
評
価
及
び
事

後
調
査
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る

た
め
の
手
続
き
に
つ
い
て
所
要
の
定
め

を
す
る
。
施
行
期
日
は
、
平
成　

年
７

２７

月
１
日
（
一
部
例
外
あ
り
）
。

▽
火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正

　

消
防
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
火
を

使
用
す
る
器
具
及
び
そ
の
他
の
使
用
に

際
し
、
火
災
の
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
器
具
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
基
準
が

追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
当
該
器
具

を
祭
礼
、
縁
日
、
花
火
大
会
、
展
示
会

そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る
催
し

に
際
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
消
火

器
の
準
備
を
し
た
上
で
使
用
す
る
こ
と

と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
。
施
行
期
日

は
、
平
成　

年
８
月
１
日
。

２６

▽
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築

物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

建
築
基
準
法
第　

条
の
２
第
１
項
の

６８

規
定
に
基
づ
き
、
適
正
な
都
市
機
能
及

び
健
全
な
都
市
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、 

御
園
２
丁
目
地
区
の
地
区
整
備
計
画
の

区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
つ

い
て
所
要
の
定
め
を
す
る
。
施
行
期
日

は
、
公
布
の
日
。

▽
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
に
関
わ
る
労
災

認
定
基
準
の
改
定
等
を
求
め
る
意
見
書

正
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
は
。

　

答　

税
率
の
引
き
上
げ
幅
に
つ
い
て

は
、
納
税
者
の
負
担
を
考
慮
す
る
と
と

も
に
、
現
在
、
市
町
村
で
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
税
率
の
上
限
が
標
準
税
率
の

１
・
５
倍
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現

行
の
税
率
の
１
・
５
倍
と
さ
れ
た
。
一

方
で
、
自
家
用
乗
用
車
以
外
の
軽
自
動

車
は
、
農
業
者
や
中
小
企
業
事
業
者
等

の
負
担
を
考
慮
し
て
、
税
率
の
引
き
上

げ
幅
が
１
・　

倍
に
抑
え
ら
れ
た
。
原

２５

動
機
付
自
転
車
は
、
徴
税
コ
ス
ト
等
を

勘
案
し
て
、
引
き
上
げ
後
の
税
率
が
２

０
０
０
円
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
２

０
０
０
円
に
引
き
上
げ
る
と
さ
れ
た
。

撤撤

回回

不不

採採

択択

採採

択択

　

上
程
さ
れ
た
議
案
及
び
陳
情
は
、
所
管
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
細

部
に
わ
た
り
審
査
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
条
例
等
に
関
す
る
審
査
の
あ
ら

ま
し
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
文
教
委
員
会
は
、
条
例
等
の
審
査

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

主
な
議
案
議
案
の
概
要
概
要 

主
な
議
案
の
概
要 

児
童
ク
ラ
ブ
が
設
置
さ
れ
る
千
木
良
小
学
校
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非
核
・
反
戦
・
平
和

今
後
の
本
市
の
取
組
は

　
　
　

大
崎　

秀
治

（
公
明
党
）

　

議
員　

本
年
は
、
核
兵
器
廃
絶
平
和

都
市
宣
言
か
ら　

周
年
に
当
た
り
、
一

３０

層
充
実
し
た
平
和
へ
の
取
り
組
み
が
必

要
と
考
え
る
が
、
本
年
度
の
計
画
と
、

来
年
度
の
取
り
組
み
は
。

　

市
長　

本
年
度
の
市
民
の
つ
ど
い
は
、

核
兵
器
廃
絶
平
和
都
市
宣
言　

周
年
事

３０

業
と
し
て
原
爆
被
災
地
・
長
崎
市
と
の

共
催
に
よ
る
、
な
が
さ
き
戦
争
・
原
爆

被
災
展
を
市
立
博
物
館
で
約
２
か
月
に

わ
た
り
開
催
す
る
な
ど
、
例
年
よ
り
充

実
し
た
内
容
で
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
来
年
度
は
、
終
戦
・
原
爆
投
下

か
ら　

年
と
い
う
節
目
の
年
に
当
た
る

７０

こ
と
か
ら
、
日
本
非
核
宣
言
自
治
体
協

議
会
な
ど
と
連
携
し
、
戦
争
の
悲
惨
さ

や
被
爆
体
験
が
確
実
に
継
承
さ
れ
、
平

和
の
意
義
を
改
め
て
考
え
る
機
会
と
な

る
よ
う
な
事
業
を
検
討
し
た
い
。

▽
認
知
症
発
見
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
導
入

　

議
員　

認
知
症
の
早
期
発
見
・
早
期

対
応
に
つ
な
が
る
認
知
症
発
見
・
予
防

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
は
。

　

市
長　

市
民
が
手
軽
に
認
知
症
の
チ

ェ
ッ
ク
が
で
き
る
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、

早
期
発
見
に
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き

る
こ
と
か
ら
、
先
進
事
例
な
ど
も
踏
ま

え
、
検
討
し
て
い
く
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

建
設
工
事
の
振
動
・
騒
音
対
策
等
／
交

通
安
全
対
策
／
防
災
・
減
災
対
策

　

議
員　

長
期
ス
パ
ン
で
の
医
療
費
適

正
化
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
る
健
康

づ
く
り
事
業
は
。

　

市
長　

健
康
づ
く
り
普
及
員
が
実
施

す
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
体
操
教
室
、
食

生
活
改
善
推
進
員
が
実
施
す
る
調
理
講

　

市
政
全
般
に
対
し
て
行
わ
れ
た
、
一
般
質
問
の
あ
ら
ま
し
を
掲
載

し
ま
す
。
な
お
、
見
出
し
は
、
質
問
議
員
の
通
告
を
基
に
表
記
し
て

い
ま
す
。

太

陽

光

発

電

所

環
境
教
育
で
の
活
用
は

　
　
　

溝
渕　

誠
之

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

　

議
員　

さ
が
み
は
ら
太
陽
光
発
電
所

の
設
置
目
的
の
一
つ
に
、
環
境
教
育
・

環
境
学
習
の
ツ
ー
ル
と
し
て
役
立
つ
と

さ
れ
て
い
る
が
、
児
童
・
生
徒
へ
の
周

軽
度
認
知
症
早
期
発
見

機
器
導
入
へ
の
見
解
は

　
　
　

森　
　

繁
之

（
颯
爽
）

ら
に
進
め
、
多
く
の
児
童
・
生
徒
が
見

学
を
通
し
て
、
環
境
へ
の
関
心
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

▽
麻
溝
台
交
差
点
歩
道
橋
設
置
の
進
捗

　

議
員　

若
草
小
学
校
の
通
学
児
童
の

安
全
対
策
と
し
て
、
都
市
計
画
道
路
村

富
相
武
台
線
の
麻
溝
台
交
差
点
に
歩
道

橋
を
設
置
す
る
計
画
の
進
捗
状
況
は
。

　

教
育
長　

本
年
度
は
、
麻
溝
台
８
丁

目
交
差
点
周
辺
の
地
形
測
量
調
査
を
予

定
し
て
お
り
、
現
在
、
関
係
機
関
と
調

整
を
進
め
て
い
る
。
今
後
、
地
域
の
意

見
を
聴
き
な
が
ら
、
歩
道
橋
設
置
に
向

け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

麻
溝
台
８
丁
目
周
辺
道
路
の
拡
幅
／
旧

新
戸
住
宅
の
跡
地
／
ｂ
ｏ
ｎ
ｏ
相
模
大

野
と
相
模
大
野
駅
ま
で
の
通
路

　

議
員　

鳥
取
県
琴
浦
町
で
は
、
認
知

症
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
機
器
を
導
入
し
、

軽
度
認
知
症
の
早
期
発
見
か
ら
予
防
や

治
療
に
つ
な
げ
る
取
り
組
み
を
促
進
し
、

介
護
保
険
費
や
医
療
費
が
削
減
さ
れ
た

と
聞
く
。
本
市
で
も
こ
の
取
り
組
み
を

進
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
は
。

　

市
長　

認
知
症
は
、
早
期
の
段
階
か

ら
予
防
や
治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
大

変
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
市

民
が
自
ら
手
軽
に
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
仕

組
み
は
、
早
期
発
見
に
一
定
の
効
果
が

期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
先
進
事
例
等

も
踏
ま
え
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

▽
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
支
援

　

議
員　

民
間
企
業
の
中
に
も
高
齢
者

の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
を
付
加
す
る
動
き

が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
サ 
ー 
ビ
ス
事
業
へ 
の
支
援 
の
考
え
は
。

　

市
長　

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
の
増

加
と
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

民
間
事
業
者
が
提
供
す
る
多
様
な
サ
ー

ビ
ス
の
活
用
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
た
め
、
高
齢
者
の

ニ
ー
ズ
と
民
間
サ
ー
ビ
ス
の
結
び
つ
き

を
図
る
な
ど
、
地
域
全
体
で
高
齢
者
を

支
え
る
体
制
を
構
築
し
て
い
き
た
い
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

市
民
意
見
の
把
握
と
政
策
反
映
（
ジ
ュ

ニ
ア
モ
ニ
タ
ー
制
度
）
／
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度
（
制
度
の
周
知
）

認
知
症
徘
徊
高
齢
者

本

市

の

対

応

は

　
　
　

寺
田　

弘
子

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

　

議
員　

本
市
に
お
け
る
、 
徘
徊 
高
齢

は
い
か
い

者
の
行
方
不
明
や
、
身
元
不
明
で
保
護

し
て
い
る
状
況
は
。
ま
た
、
本
市
の
認

知
症
徘
徊
高
齢
者
へ
の
対
応
は
。

　

市
長　

昨
年
度
、
本
市
に
お
い
て
行

方
不
明
の
た
め
、
ひ
ば
り
放
送
な
ど
で

捜
索
し
た
高
齢
者
は　

人
で
、
現
在
、

３５

捜
索
を
継
続
し
て
い
る
人
や
、
身
元
不

明
者
と
し
て
保
護
し
て
い
る
人
は
い
な

い
。
認
知
症
高
齢
者
・
障
害
者
等
徘
徊

Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
は
、

警
察
や
交
通
機
関
、
福
祉
関
係
機
関
等

と
協
議
会
を
組
織
し
、
連
携
体
制
の
確

認
や
意
見
交
換
な
ど
を
、
定
期
的
に
行

う
と
と
も
に
、
県
内
や
近
隣
の
自
治
体

と
連
携
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

▽
自
主
防
災
隊
へ
の
車
い
す
配
備
促
進

　

議
員　

自
主
防
災
隊
の
車
椅
子
備
蓄

に
つ
い
て
の
見
解
と
、
市
の
支
援
は
。

　

市
長　

車
椅
子
は
、災
害
発
生
時
に
、

高
齢
者
な
ど
の
要
援
護
者
を
は
じ
め
、

負
傷
者
等
の
救
出
、
救
助
や
避
難
誘
導

活
動
等
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
重

要
な
防
災
資
機
材
の
一
つ
と
認
識
し
て

い
る
。
従
来
の
助
成
制
度
に
加
え
、
平

成　

年
度
か
ら
３
年
間
、
新
た
な
交
付

２５
金
制
度
を
設
け
、
車
椅
子
も
含
め
、
災

害
時
の
活
動
に
必
要
な
資
機
材
の
備
蓄

等
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

高
齢
者
が
抱
え
る
課
題
（
若
い
世
代
の

介
護
負
担
）
／
南
区
地
域
福
祉
交
流
ラ

ウ
ン
ジ
の
活
用

医
療
費
適
正
化
に
向
け

健
康
づ
く
り
の
取
組
は

　
　
　

宮
下　

奉
機

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

か
ら
修
学
資
金
の
貸
し
付
け
を
開
始
し

た
ほ
か
、
寄
附
講
座
「
地
域
総
合
医
療

学
」
を
開
設
し
、
本
市
の
地
域
医
療
を

担
う
総
合
診
療
医
の
育
成
、
確
保
に
努

め
て
い
る
。
本
年
度
は
、
看
護
師
の
資

格
を
持
ち
な
が
ら
も
離
職
し
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
潜
在
看
護
師
に
対
す
る
復
職

支
援
に
つ
い
て
、関
係
団
体
と
連
携
し
、

取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

高
齢
化
に
伴
う
医
療
と
介
護
の
現
状
及

び
問
題
点
／
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
医

療
費
の
適
正
化

習
会
な
ど
、
市
民
や
関
係
団
体
が
主
体

と
な
っ
た
様
々
な
取
り
組
み
を
支
援
し

て
い
る
。
ま
た
、
さ
が
み
は
ら
市
民
健

康
づ
く
り
会
議
な
ど
、
市
と
関
係
団
体

等
の
協
働
に
よ
り
、
様
々
な
健
康
増
進

事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

▽
医
師
と
看
護
師
の
人
材
確
保
策

　

議
員　

在
宅
医
療
の
拡
大
・
充
実
の

た
め
の
医
師
や
看
護
師
の
確
保
策
は
。

　

市
長　

今
後
の
高
齢
化
の
進
行
に
向

け
、
在
宅
医
療
の
人
材
確
保
は
、
急
務

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

北
里
大
学
医
学
部
と
連
携
し
、
昨
年
度

知
状
況
と
見
学
の
実
績
は
。
ま
た
、
見

学
者
を
増
や
す
取
り
組
み
は
。

　

教
育
長　

学
校
へ
の
周
知
は
、
市
立

小
学
校
長
会
へ
説
明
す
る
と
と
も
に
、

各
小
・
中
学
校
に
対
し
、
施
設
概
要
や

見
学
方
法
等
を
記
載
し
た
案
内
を
配
付

し
た
。
見
学
実
績
は
、
小
学
校
２
校
で
、

計
１
７
１
名
で
あ
る
。
教
育
委
員
会
と

し
て
は
、
当
施
設
を
含
ん
だ
社
会
科
見

学
の
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
積
極
的
に
提
案

す
る
な
ど
、
各
校
へ
の
情
報
提
供
を
さ

補
給
廠
の
返
還
予
定
地

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
機
能
導
入
は

　
　
　

西
家　

克
己

（
公
明
党
）

　

議
員　

相
模
総
合
補
給
廠
一
部
返

還
予
定
地
に
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
機
能

を
導
入
す
る
考
え
は
。
ま
た
、
導
入
に

よ
り
考
え
ら
れ
る
効
果
は
。

　

市
長　

広
域
交
流
拠
点
都
市
推
進
戦

略
の
中
で
、
相
模
原
駅
周
辺
地
区
は
、

業
務
機
能
や
行
政
機
能
の
ほ
か
、
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
機
能
等
が
集
積
す
る
中
枢

業
務
拠
点
の
形
成
を
掲
げ
て
い
る
。
コ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
機
能
の
も
た
ら
す
効
果

は
、
国
の
成
長
戦
略
と
足
並
み
を
そ
ろ

え
、本
市
の
昼
間
人
口
の
拡
大
を
図
り
、

国
際
的
な
人
、
も
の
、
情
報
の
交
流
を

促
す
こ
と
で
、
経
済
力
や
財
政
基
盤
等

を
は
じ
め
と
す
る
都
市
力
の
向
上
に
つ

な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

▽
高
齢
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
入
居
促
進

　

議
員　

高
齢
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ

の
円
滑
な
入
居
と
家
主
の
不
安
解
消
を

図
る
本
市
施
策
の
現
状
は
。

　

市
長　

本
市
で
は
、
県
あ
ん
し
ん
賃

貸
支
援
事
業
を
活
用
し
た
住
宅
情
報
の

提
供
や
高
齢
者
の
住
ま
い
探
し
相
談
会

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
入

居
に
対
す
る
貸
主
の
不
安
を
解
消
す
る

た
め
の
貸
主
研
修
会
を
実
施
し
て
い
る
。

市
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
高
齢
者
の

円
滑
な
入
居
支
援
に
努
め
て
い
く
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

国
際
都
市 
さ 
が 
み 
は 
ら 
を
目
指
し 
て （
外 

資
系
企
業
の
誘
致
）
／
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
（
周
知
、
活
用
）

さがみはら太陽光発電所

他
市
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
施
設
の
例

　

議
員　

公
民
館
の
利
用
登
録
団
体
が

増
加
す
る
中
、
公
民
館
区
内
の
住
民
が

予
約
を
取
り
や
す
い
優
遇
制
度
を
導
入

す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
は
。

　

教
育
長　

公
民
館
に
よ
っ
て
は
、
利

用
団
体
の
増
加
等
に
伴
い
、
公
民
館
区

　

市
長　

横
断
歩
道
橋
を
含
め
た
橋
り

ょ
う
の
耐
震
対
策
は
、
市
橋
り
ょ
う
長

寿
命
化
修
繕
計
画
に
基
づ
き
、
兵
庫
県

南
部
地
震
と
同
程
度
の
地
震
動
に
対
し

て
も
、甚
大
な
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、

落
橋
防
止
装
置
の
設
置
に
よ
る
耐
震
補

公
民
館
予
約
シ
ス
テ
ム

館
区
内
住
民
の
優
先
を

　
　
　

臼
井　

貴
彦

（
無
所
属
）

内
住
民
が
予
約
を
取
り
に
く
い
状
況
が

生
じ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。今
後
、

予
約
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
市
公
民
館

連
絡
協
議
会
や
、
利
用
者
協
議
会
等
、

利
用
団
体
の
意
見
を
も
ら
い
な
が
ら
、

様
々
な
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

▽
歩
道
橋
の
耐
震
性
と
対
策

　

議
員　

横
断
歩
道
橋
は
、
昭
和　

・
４０

　

年
代
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と

５０聞
く
が
、
耐
震
性
の
考
え
方
は
。ま
た
、

道
路
法
の
改
正
に
伴
う
点
検
方
法
の
変

更
内
容
と
点
検
費
用
へ
の
影
響
は
。

強
工
事
を
進
め
て
い
る
。
道
路
法
の
改

正
に
伴
う
省
令
が
、
本
年
７
月
に
施
行

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
５
年
に

１
回
の
近
接
目
視
が
基
本
と
な
る
こ
と

か
ら
、
高
所
作
業
車
等
の
経
費
が
増
加

す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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認
定
こ
ど
も
園
で

待
機
児
童
の
解
消
を

　
　
　

中
村　

知
成

（
民
主
・
新
無
所
属
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

東
林
地
区
へ
の
導
入
を

　
　
　

鈴
木　

秀
成

（
民
主
・
新
無
所
属
）

　

議
員　

東
林
地
区
は
、
鉄
道
駅
か
ら

１
㌔
㍍
以
内
で
あ
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
の
導
入
条
件
を
満
た
し
て
い

な
い
が
、
高
齢
化
率
等
を
踏
ま
え
、
導

入
条
件
を
見
直
す
考
え
は
。

　

市
長　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
は
、
民

間
事
業
者
の
バ
ス
路
線
を
補
完
す
る
も

の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行
に

よ
り
他
の
バ
ス
路
線
と
競
合
し
て
利
用

者
を
取
り
合
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
て
導
入
条
件
を

定
め
て
い
る
。
当
面
は
、
現
在
の
導
入

条
件
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
が
、
高
齢
化
が
進
む
中
、
特
に
高

齢
者
の
移
動
手
段
の
確
保
は
、
課
題
と

認
識
し
て
い
る
の
で
、
公
共
交
通
の
観

点
の
み
な
ら
ず
、
福
祉
、
経
済
、
市
民

協
働
等
の
観
点
も
含
め
、
必
要
な
移
動

手
段
の
確
保
策
を
研
究
し
て
い
き
た
い
。

　

議
員　

待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
取

り
組
み
と
し
て
は
、
幼
稚
園
が
保
育
所

機
能
を
担
う
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
の
拡
大
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
移

行
促
進
に
つ
い
て
、
市
の
見
解
は
。

　

市
長　

既
存
の
幼
稚
園
か
ら
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
は
、
児

童
の
受
け
入
れ
の
拡
大
に
つ
な
が
る
こ

と
か
ら
待
機
児
童
の
解
消
に
有
効
な
も

の
と
認
識
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
か
ら
、

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
等
へ
の
意

向
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
個
別
の
幼
　

議
員　

障
害
者
を
は
じ
め
、
高
齢
者

や
女
性
な
ど
、
多
様
な
人
材
を
活
用
し

た
企
業
の
支
援
を
推
進
す
る
べ
き
と
考

え
る
が
、
見
解
は
。

　

市
長　

多
様
な
人
材
が
能
力
を
最
大

限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
戦
略
は
、

国
に
お
い
て
も
「 
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ 
経

※

欄

外

参

照

営
」
と
し
て
促
進
し
て
お
り
、
今
後
、

就
労
人
口
が
減
少
す
る
国
内
の
雇
用
情

勢
を
鑑
み
て
も
、
重
要
な
人
材
活
用
戦

略
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。こ
の
た
め
、

本
市
も
、
多
様
な
人
材
活
用
に
取
り
組

む
企
業
が
持
続
的
に
成
長
で
き
る
よ
う

支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

▽
小
学
校
の
防
災
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
導
入

児
童
厚
生
施
設
整
備

旧
町
ご
と
の
考
え
方
は

　
　

小
野
沢　

耕
一

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

場
合
に
は
、
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域

協
議
会
に
お
い
て
、
情
報
を
共
有
す
る

な
ど
緊
密
な
連
携
を
図
っ
て
い
る
。
ま

た
、
広
報
紙
等
を
活
用
し
、
児
童
虐
待

が
疑
わ
れ
る
状
況
が
あ
れ
ば
通
告
の
義

務
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
周
知
し
、
市
民

の
協
力
を
求
め
て
い
る
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

火
葬
場
の
整
備
（
現
状
と
今
後
の
進
め

方
）

　

議
員　

津
久
井
地
域
の
児
童
厚
生
施

設
整
備
は
、
学
校
区
が
広
い
こ
と
な
ど

か
ら
、
小
学
校
区
内
へ
の
整
備
は
、
効

率
的
な
整
備
・
運
営
が
難
し
い
と
考
え

る
が
、
整
備
の
基
本
的
な
考
え
方
は
。

　

市
長　

津
久
井
地
域
を
含
む
児
童
厚

生
施
設
の
整
備
は
、中
期
実
施
計
画
で
、

平
成　

年
度
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

２７

る
。
津
久
井
地
域
は
、
校
舎
の
規
模
が

小
さ
い
こ
と
、
自
宅
と
学
校
が
離
れ
て

い
る
児
童
が
多
い
こ
と
等
か
ら
、
駅
周

辺
や
交
通
の
結
節
点
等
の
既
存
の
公
共

施
設
を
活
用
し
た
整
備
を
考
え
て 
い 
く
。

▽
千
木
良
バ
イ
パ
ス
の
整
備
予
定

　

議
員　

県
道
５
１
７
号
奥
牧
野
相
模

湖
か
ら
国
道　

号
に
接
続
す
る
千
木
良

２０

バ
イ
パ
ス
の
整
備
は
、
新
道
路
整
備
計

画
に
お
い
て
、
平
成　

年
度
以
降
の
整

２７

備
予
定
と
し
て
い
る
が
、
今
後
の
取
り

組
み
と
、
地
域
住
民
へ
の
説
明
は
。

　

市
長　

当
該
路
線
の
整
備
は
、
さ
が

み
縦
貫
道
路
の
相
模
原
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

基
金
の
運
用
収
益

分
散
投
資
の
考
え
は

　
　
　

大
槻　
　

研

（
無
所
属
）

ン
ジ
供
用
開
始
に
よ
る
交
通
の
変
化
を

注
視
し
、
課
題
や
事
業
効
果
を
精
査
し

て
、
整
備
の
在
り
方
の
検
討
を
進
め
る

も
の
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
検
討
状

況
は
、
地
元
住
民
や
地
権
者
へ
の
説
明

に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

宮
ヶ
瀬
ダ
ム
導
水
路
建
設
に
関
す
る
確

認
事
項
／
青
根
地
域
振
興
／
リ
ニ
ア
中

央
新
幹
線

医

師

の

処

方

薬
剤
師
相
談
の
体
制
を

　
　
　

市
川　
　

圭

（
無
所
属
）

　

教
育
長　

子
ど
も
た
ち
は
、
人
や
社

会
と
の
関
わ
り
の
中
で
幼
い
頃
か
ら
成

功
や
失
敗
の
体
験
を
積
み
重
ね
、
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
よ
り
よ
く

問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
能
力
を
育

ん
で
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。
今
後

も
、
学
校
、
地
域
社
会
が
連
携
し
、
自

分
の
力
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る

子
ど
も
の
育
成
に
努
め
て
い
く
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

観
光
行
政
／
防
災
ま
ち
づ
く
り
（
相
模

総
合
補
給
廠
の
一
部
返
還
予
定
地
・
共

同
使
用
区
域
）
／
職
員
研
修

金
の
集
約
に
よ
る
預
け
入
れ
金
額
の
大

型
化
や
長
期
債
権
に
よ
る
運
用
等
、
よ

り
効
果
的
・
効
率
的
な
運
用
を
始
め
た
。

今
後
と
も
、
資
金
の
運
用
は
、
市
資
金

運
用
基
準
な
ど
に
基
づ
き
、
安
全
性
を

最
優
先
に
し
た
中
で
、
よ
り
有
利
な
運

用
を
図 
っ 
て 
い
き
た 
い
と
考
え
て 
い
る
。

▽
障
害
者
福
祉
計
画
中
期
実
施
計
画

　

議
員　

障
害
者
福
祉
計
画
前
期
実
施

計
画
の
進
行
管
理
は
。
ま
た
、
中
期
実

施
計
画
策
定
の
進
捗
状
況
は
。

　

市
長　

前
期
実
施
計
画
の
進
行
管
理

は
、
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
で
、
毎

年
、施
策
ご
と
の
実
施
状
況
を
報
告
し
、

様
々
な
意
見
を
も
ら
っ
て
い
る
。
策
定

中
の
中
期
実
施
計
画
は
、
昨
年
度
、
障

害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー
ズ
や
課
題

等
を
把
握
す
る
た
め
の
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
の
ほ
か
、
事
業
者
団
体
等
か
ら
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
今
後
は
、
ア
ン
ケ

ー
ト
等
の
結
果
や
協
議
会
で
の
意
見
を

踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
障
害
者
差
別
解

消
法
等
、
国
の
制
度
改
正
も
見
据
え
、

計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

市
民
生
活
の
利
便
性
の
向
上
（
区
境
の

表
示
、
自
治
会
へ
の
支
援
）

多
様
な
人
材
活
用
企
業

支
援
推
進
の
考
え
は

　
　
　

古
内　
　

明

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

じ
て
い
る
。
ま
た
、
薬
の
服
用
履
歴
を

管
理
で
き
る
お
薬
手
帳
や
、
か
か
り
つ

け
薬
局
を
持
つ
こ
と
は
、
市
民
の
健
康

管
理
に
有
益
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
薬

剤
師
会
と
連
携
し
な
が
ら
、
普
及
啓
発

に
努
め
て
い
る
。

▽
問
題
解
決
能
力
を
養
う
教
育

　

議
員　

技
術
革
新
や
社
会
変
化
に
伴

い
、
教
職
員
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
子

ど
も
社
会
が
で
き
つ
つ
あ
る
こ
と
も
踏

ま
え
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
た
ち
で
問

題
解
決
で
き
る
能
力
を
養
う
必
要
性
が

あ
る
と
思
う
が
、
見
解
は
。

稚
園
と
の
相
談
支
援
の
中
で
課
題
等
に

つ
い
て
調
整
も
図
り
な
が
ら
、
移
行
促

進
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

▽
所
在
不
明
児
童
対
策
の
取
組
状
況

　

議
員　

所
在
不
明
児
童
対
策
に
は
、

関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
市
民
を
巻

き
込
ん
だ
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
が
、

本
市
の
状
況
は
。

　

市
長　

児
童
の
居
住
実
態
が
把
握
で

き
な
い
な
ど
、
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る

ホ
ー
ム
レ
ス
等
一
時
生
活

支
援
事
業
の
拡
充
を

　
　
　

竹
腰　

早
苗

（
日
本
共
産
党
）

　

議
員　

小
学
校
に
お
け
る
防
災
用
ヘ

ル
メ
ッ
ト
導
入
の
考
え
は
。

　

教
育
長　

現
在
、
各
小
・
中
学
校
で

各
自
が
防
災
頭
巾
を
用
意
し
、
椅
子
に

備
え
付
け
て
お
く
よ
う
指
導
し
て
お
り
、

災
害
時
に
は
素
早
く
着
用
し
て
避
難
で

き
る
よ
う
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
る
。
防

災
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
落
下
物
の
衝
撃
か
ら
頭
部
を
守
る

　

議
員　

医
師
の
処
方
に
つ
い
て
、
医

療
機
関
と
利
害
関
係
の
な
い
薬
剤
師
に

相
談
で
き
る
仕
組
み
を
作
る
べ
き
と
考

え
る
が
、
市
の
考
え
は
。

　

市
長　

市
で
は
、
市
薬
剤
師
会
が
毎

月
１
回
く
す
り
の
相
談
日
を
設
け
、
処

方
さ
れ
て
い
る
薬
に
つ
い
て
相
談
に
応

薬
の
相
談
（
市
薬
剤
師
会
）

▽
県
道　

号
相
模
原
町
田
の
拡
幅
整
備

５２

　

議
員　

当
該
路
線
の
都
市
計
画
決
定

さ
れ
た
部
分
の
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

　

市
長　

当
該
路
線
の
整
備
に
当
た
っ

て
は
、
本
年
度
に
道
路
の
構
造
を
検
討

す
る
詳
細
設
計
を
行
い
、
来
年
度
か
ら

事
業
用
地
を
確
定
す
る
た
め
の
用
地
測

量
を
行
う
予
定
で
、
そ
の
後
、
用
地
取

得
を
進
め
、早
期
に
工
事
着
手
し
た
い
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
／
災
害
時
に
お
け
る
学
校

給
食
施
設
の
機
能

　

議
員　

ホ
ー
ム
レ
ス
等
一
時
生
活
支

援
事
業
で
開
設
し
た
一
時
宿
泊
施
設
を

拡
充
す
る
考
え
は
。

　

市
長　

事
業
開
始
か
ら
７
か
月
が
経

過
し
て
い
る
が
、
利
用
者
は
生
活
能
力

な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
協
働
事

業
提
案
制
度
の
事
業
と
し
て
、
平
成　
２４

年
度
か
ら
南
区
内
を
拠
点
に
実
施
し
て

い
る
路
上
生
活
者
等
自
立
支
援
事
業
が

本
年
度
で
終
了
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

ホ
ー
ム
レ
ス
等
の
生
活
困
窮
者
に
対
す

る
支
援
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

▽
図
書
整
理
員
の
配
置
の
推
移
と
拡
充

　

議
員　

学
校
図
書
整
理
員
の
勤
務
日

数
と
勤
務
時
間
の
推
移
は
。
今
後
の
充

実
に
つ
い
て
、
見
解
は
。

　

教
育
長　

配
置
状
況
の
推
移
は
、
年

間
配
置
日
数
が
平
成　

・　

年
度
は
１

２２

２３

０
５
日
、　

年
度
は
１
０
０
日
、　

年

２４

２５

度
か
ら　

日
、
１
日
当
た
り
の
勤
務
時

９５

間
は
、
６
時
間
か
ら
５
時
間
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
校
長
会
か
ら
は
図
書
整

理
員
の
通
年
配
置
の
要
望
が
出
さ
れ
て

お
り
、子
ど
も
た
ち
が
読
書
に
親
し
み
、

計
画
的
に
学
校
図
書
館
が
利
用
で
き
る

よ
う
配
置
を
検
討
し
て
い
く
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

無
料
定
額
宿
泊
所
に
お
け
る
生
活
保
護

受
給
者
の
状
況

　

議
員　

本
市
が
、
一
元
化
し
て
運
用

し
て
い
る
基
金
の
運
用
収
益
を
活
用
し

て
、
国
内
株
式
投
資
な
ど
、
分
散
投
資

す
る
考
え
は
。

　

市
長　

本
市
で
は
、
本
年
度
か
ら
、

各
基
金
の
資
金
運
用
を
一
元
化
し
、
資

点
に
お
い
て
は
有
効
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
機
能
面
や
費
用
、
使
用
し
な
い
と

き
の
収
納
場
所
等
、
学
校
や
保
護
者
の

意
見
を
踏
ま
え
た
十
分
な
協
議
が
必
要

で
、
将
来
的
な
課
題
と
捉
え
て
い
る
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

入
札
業
務
で
の
配
慮
／
通
学
路
の
害
虫

対
策
／
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
砂
埃
対
策
状
況

ダイバーシティ経営を紹介する冊子（経済産業省）

幼
稚
園
児
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難
病
・
小
児
慢
性
特
定

疾
病
患
者
へ
の
支
援
は

　
　
　

江
成　

直
士

（
市
民
連
合
）

子
ど
も
の
権
利
条
例

制
定
の
趣
旨
と
目
的
は

　
　
　

沼
倉　

孝
太

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

議
員

市
で
は
、
子
ど
も
の
権
利
の

保
障
に
向
け
、
子
ど
も
の
権
利
に
関
す

る
条
例
の
制
定
を
目
指
し
て
い
る
が
、

そ
の
趣
旨
と
目
的
は
。

　

市
長　

条
例
制
定
の
趣
旨
は
、
子
ど

も
の
権
利
を
条
例
と
し
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
子
ど
も
を
一
人
の
人
間
と

し
て
尊
重
し
、
子
ど
も
が
本
来
持
っ
て

い
る
権
利
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
も
と
、
子
ど
も

自
身
が
自
分
の
権
利
に
つ
い
て
正
し
く

理
解
し
、
他
者
の
権
利
も
尊
重
す
る
こ

と
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
、
権
利
の

保
障
、
権
利
侵
害
か
ら
の
救
済
及
び
子

ど
も
の
権
利
に
関
す
る
市
の
施
策
等
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も

の
最
善
の
利
益
を
確
保
し
て
い
く
。

▽
子
ど
も
の
権
利
条
例
制
定
の
効
果

議
員

現
法
制
下
の
課
題
解
決
に
向

議
員

子
ど
も
た
ち
の
安
全
な
居
場

所
と
し
て
児
童
館
や
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
施
設
整
備
が
急
務
と
考
え
る
が

見
解
は
。
ま
た
、
現
在
の
整
備
状
況
は
。

　

市
長　

本
市
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が

安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

さ
が
み
は
ら
児
童
厚
生
施
設
計
画
に
基

づ
き
、
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
と
し

て
、
放
課
後
子
ど
も
教
室
や
児
童
館
な

議
員

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療

等
に
関
す
る
法
律
の
主
な
内
容
と
意
義
、

本
市
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
は
。

　

市
長　

こ
の
法
律
で
、
医
療
費
助
成

制
度
の
対
象
と
な
る
疾
患
、
患
者
の
負

担
の
在
り
方
等
が
見
直
さ
れ
、
医
療
費

支
給
に
要
す
る
費
用
の
２
分
の
１
を
国

の
負
担
と
す
る
こ
と
や
、
患
者
へ
の
支

援
体
制
の
整
備
を
図
る
施
策
等
が
規
定

さ
れ
た
。
こ
れ
で
公
平
か
つ
安
定
的
な

医
療
助
成
制
度
の
確
立
や
難
病
に
対
す

る
市
民
の
理
解
、
患
者
の
社
会
参
加
の

議
員

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
長
期

に
わ
た
る
工
事
と
環
境
や
景
観
の
変
化

が
、
水
源
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
与
え

る
影
響
、
人
口
減
少
や
観
光
事
業
へ
の

影
響
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
見
解
は
。

　

市
長　

新
幹
線
の
工
事
は
、
山
岳
ト

ン
ネ
ル
や
車
両
基
地
建
設
な
ど
の
多
種

多
様
な
工
事
に
よ
り
、
市
民
の
生
活
環

境
や
自
然
環
境
に
対
す
る
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
影
響
が
な
い
よ
う

Ｊ
Ｒ
東
海
に
求
め
て
い
き
た
い
。ま
た
、

車
両
基
地
を
拠
点
と
し
た
観
光
振
興
等

に
つ
い
て
、
地
域
の
意
向
を
聞
き
な
が

ら
県
と
連
携
し
て
要
請
し
て
い
き
た
い
。

▽
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り

ど
の
整
備
を
進
め
て
い
る
。
児
童
館
や

こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
整
備
状
況
は
、
複

数
設
置
し
て
い
る
小
学
校
区
も
あ
る
が
、

市
内　

小
学
校
区
の
う
ち
、
現
在
整
備

７２

さ
れ
て
い
な
い
小
学
校
区
は　

で
あ
る
。

３２

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

自
治
基
本
条
例
の
制
定
／
治
る
認
知
症

「
特
発
性
正
常
圧
水
頭
症
」
の
周
知

い
と
考
え
る
が
、
見
解
は
。

　

市
長　

本
市
の
法
律
相
談
は
、
横
浜

弁
護
士
会
に
委
託
し
て
お
り
、
法
律
事

務
所
が
多
く
所
在
す
る
横
浜
市
や
川
崎

市
の
弁
護
士
が
選
任
さ
れ
る
割
合
が
高

く
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
市
内
の
弁

護
士
を
よ
り
多
く
選
任
し
て
も
ら
え
る

よ
う
、
弁
護
士
会
と
協
議
を
行
い
、
法

律
相
談
後
の
支
援
が
、
よ
り
身
近
で
円

滑
に
受
け
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
に
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

▽
青
少
年
育
成
団
体
の
役
割
と
支
援

議
員

子
ど
も
会
育
成
連
絡
協
議
会

等
、
青
少
年
の
健
全
育
成
を
目
的
と
す

る
４
団
体
の
社
会
的
役
割
と
、
活
動
の

充
実
や
活
性
化
を
図
る
た
め
の
支
援
は
。

　

市
長　

青
少
年
育
成
団
体
は
、
様
々

な
団
体
活
動
を
通
し
て
、
青
少
年
の
自

主
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
豊
か
な
情
操

本
市
の
雨
水
対
策

考
え
方
と
現
状
は

　
　
　

菅
原　

康
行

（
公
明
党
）

や
公
共
心
の
育
成
を
図
る
な
ど
、
未
来

の
相
模
原
を
担
う
青
少
年
の
健
全
育
成

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
認

識
し
て
い
る
。
今
後
も
、
研
修
会
の
実

施
、
指
導
者
の
養
成
、
新
た
な
会
員
の

　

市
長　

雨
水
利
用
は
、
下
水
道
や
河

川
へ
の
流
入
抑
制
に
も
効
果
が
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
、
国
が
策
定
す
る
基
本

方
針
等
を
踏
ま
え
、
本
市
の
実
情
に
即

し
た
対
応
を
検
討
し
た
い
。
課
題
は
、

市
民
等
と
の
協
働
体
制
の
構
築
、
衛
生

面
へ
の
配
慮
等
が
考
え
ら
れ
る
。市
は
、

平
成　

年
度
か
ら
雨
水
浸
透
ま
す
の
設

１３

置
費
用
の
一
部
補
助
を
行
っ
て
お
り
、

補
助
件
数
の
累
計
は
５
３
３
件
で
、
ま

す
の
設
置
数
は
１
９
３
９
基
で
あ
る
。

▽
規
則
正
し
い
生
活
リ
ズ
ム
の
指
導

議
員

児
童
生
徒
の
生
活
リ
ズ
ム
の

実
態
は
。
ま
た
、
規
則
正
し
い
生
活
リ

ズ
ム
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
指
導
は
。

　

教
育
長　

児
童
生
徒
の
生
活
実
態
は
、

午
前
６
時
半
前
起
床
が
約　

％
、
午
前

３５

７
時
前
起
床
が
約　

％
だ
っ
た
。
睡
眠

７０

時
間
は
、
７
時
間
以
上
の
小
学
生
が
約

　

％
、
中
学
生
が
約　

％
で
、
６
時
間

９０

６０

未
満
の
中
学
生
は
約　

％
で
あ
る
。
朝

１０

食
の
喫
食
率
は
、
毎
日
食
べ
て
い
る
小

学
生
が
約　

％
、
中
学
生
が
約　

％
で

９０

８０

あ
る
。
保
健
学
習
や
特
別
活
動
に
お
い

て
、
健
康
の
保
持
増
進
と
生
活
習
慣
の

関
わ
り
に
つ
い
て
指
導
し
、
ま
た
、
保

護
者
に
も
そ
の
重
要
性
を
伝
え
て
い
る
。

城
山
地
区
の
業
務

所
管
部
署
の
考
え
方
は

　
　
　

小
林　

倫
明

（
み
ん
な
の
ク
ラ
ブ
）

で
比
較
す
る
と
政
令
市
の
中
で
も
幅
広

く
認
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。ま
た
、

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
母
子

家
庭
や
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を
受

け
た
世
帯
な
ど
に
つ
い
て
は
、
生
活
保

護
基
準
に
か
か
わ
ら
ず
援
助
の
対
象
と

し
て
お
り
、
今
後
と
も
現
行
の
就
学
援

助
制
度
を
堅
持
し
て
い
き
た
い
。

▽
リ
ニ
ア
と
地
下
水
、
水
資
源
問
題

議
員

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
建
設
に

伴
う
、
地
下
水
、
水
資
源
問
題
に
関
す

る
事
前
対
応
を
要
望
す
る
必
要
は
。
ま

た
、
問
題
が
起
き
た
場
合
、
市
が
因
果

関
係
の
調
査
・
検
証
を
す
る
べ
き
で
は
。

　

市
長　

市
長
意
見
に
お
い
て
、
工
事

中
及
び
供
用
開
始
後
の
調
査
の
実
施
、

水
枯
れ
や
水
量
減
少
の
防
止
措
置
に
万

全
を
期
す
よ
う
求
め
て
い
る
。
６
月
５

日
の
環
境
大
臣
意
見
で
も
同
様
の
趣
旨

等
が
示
さ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
国
土

交
通
大
臣
意
見
が
Ｊ
Ｒ
東
海
に
送
付
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
水
資
源
に
つ
い
て

は
、
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
事

後
調
査
報
告
書
の
内
容
を
注
視
し
、
追

加
の
保
全
措
置
が
必
要
な
と
き
は
、
Ｊ

Ｒ
東
海
等
に
申
し
入
れ
た
い
。

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

水
源
地
域
へ
の
影
響
は

　
　
　

野
元　

好
美

（
颯
爽
）

議
員

本
市
の
就
学
援
助
制
度
は
、

他
市
に
比
べ
充
実
し
て
い
る
が
、
今
後

の
制
度
運
用
の
考
え
方
は
。

　

教
育
長　

本
市
の
就
学
援
助
の
認
定

基
準
は
、
生
活
保
護
基
準
の
１
・
５
倍

以
下
ま
で
広
げ
て
お
り
、
引
き
下
げ
後

議
員

城
山
地
区
の
環
境
分
野
の
所

管
が
、
津
久
井
地
域
環
境
課
に
変
更
さ

れ
た
が
、
城
山
地
区
の
業
務
の
所
管
に

関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
。

　

市
長　

組
織
体
制
は
、
住
民
に
分
か

り
や
す
く
、
か
つ
、
簡
素
で
効
率
的
な

体
制
と
な
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
構
築

け
た
、
本
市
の
子
ど
も
の
権
利
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
よ
る
効
果
は
。

　

市
長　

条
例
の
制
定
に
よ
り
、
子
ど

も
へ
の
思
い
や
り
を
持
っ
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
市
民

に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
の

実
現
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
条
例
に
基
づ
く
取
り
組
み
に
よ

り
、
子
ど
も
に
と
っ
て
、
よ
り
実
効
性

の
あ
る
権
利
の
救
済
・
回
復
が
可
能
と

な
る
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

ス
ポ
ー
ツ
振
興
と
学
校
教
育

た
め
の
施
策
の
充
実
等
が
図
ら
れ
る
と

考
え
る
。
本
市
は
、
介
護
者
の
休
息
等

の
た
め
の
一
時
入
院
事
業
や
保
健
師
の

訪
問
相
談
事
業
の
ほ
か
、
専
門
医
の
難

病
講
演
会
や
医
療
相
談
を
行
っ
て
い
る
。

▽
給
与
等
決
定
権
と
教
育
条
件
整
備

議
員

県
か
ら
の
給
与
等
の
決
定
権

限
の
移
譲
に
際
し
、
さ
が
み
は
ら
教
育

の
推
進
と
教
育
条
件
整
備
の
考
え
方
は
。

　

市
長　

事
務
・
権
限
の
移
譲
に
よ
り
、

市
民
の
法
律
相
談

市
内
弁
護
士
の
選
任
を

　
　
　

大
沢　

洋
子

（
民
主
・
新
無
所
属
）

地
域
の
実
情
や
市
民
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

教
育
を
よ
り
主
体
的
に
提
供
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
特
色
あ
る
さ
が
み
は

ら
教
育
の
推
進
に
つ
な
が
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
今
後
は
、
教
育
委
員
会
と

よ
り
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
教
育
環
境

の
整
備
に
努
め
て
い
く
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

本
市
独
自
の
教
職
員
採
用
／
学
校
技
能

員
の
在
り
方

延
伸
に
向
け
た
取
り
組
み
は
。

　

市
長　

橋
本
駅
か
ら
愛
川
町
の
小
沢

バ
ス
停
ま
で
運
行
し
て
い
る
バ
ス
路
線

は
、
沿
線
の
自
治
会
か
ら
、
当
該
路
線

の
起
終
点
に
つ
い
て
、
小
沢
か
ら
田
名

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
へ
延
伸
す
る
こ
と
な

ど
の
要
望
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

現
在
、
検
討
組
織
の
立
ち
上
げ
等
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

特
区
／
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
／
寄

附
道
路
の
条
件
／
市
営
団
地
／
高
齢
者

の
見
守
り
／
湖
月
荘
の
跡
地
利
用

就

学

援

助

制

度

今

後

の

運

用

は

　
　

松
永　

千
賀
子

（
日
本
共
産
党
）

城山総合事務所

議
員

市
民
の
法
律
相
談
を
担
当
す

る
弁
護
士
は
、
相
談
者
の
利
便
性
を
考

慮
す
る
と
、
市
内
の
弁
護
士
が
望
ま
し

　

医療相談の様子

水源地域

し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
地
域
の
状
況

の
変
化
や
新
た
な
事
業
の
展
開
な
ど
、

様
々
な
要
因
に
配
慮
し
、
絶
え
ず
見
直

し
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
、

城
山
地
区
の
業
務
の
所
管
に
つ
い
て
も
、 

こ
う
し
た
視
点
に
基
づ
き
、
引
き
続
き

検
討
し
て
い
き
た
い
。

▽
生
活
交
通
維
持
確
保
路
線
の
見
直
し

議
員

橋
本
駅
か
ら
葉
山
島
を
経
由

し
て
愛
川
町
の
小
沢
ま
で
運
行
し
て
い

る
バ
ス
路
線
は
、
地
域
住
民
か
ら
、
田

名
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
ま
で
延
伸
し
て
欲

し
い
と
の
声
が
あ
る
が
、
市
と
し
て
の

議
員

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す

る
法
律
の
施
行
を
受
け
た
雨
水
対
策
の

考
え
方
と
、
雨
水
利
用
に
向
け
た
本
市

の
課
題
は
。
ま
た
、
雨
水
を
貯
留
・
浸

透
・
保
管
す
る
た
め
の
施
設
整
備
に
係

る
助
成
制
度
の
内
容
と
利
用
状
況
は
。

確
保
な
ど
、
支
援
に
努
め
て
い
く
。

�
そ
の
他
の
質
問
項
目
�

特
別
支
援
教
育
の
充
実
（
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
の
学
級
づ
く
り
）
／
発
達

障
害
児
の
支
援
の
充
実
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民
間
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設 

運
営
へ
の
支
援
を

　
　
　

佐
藤　

賢
司

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

　

議
員　

光
が
丘
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

の
よ
う
な
民
間
主
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

施
設
の
運
営
へ
の
支
援
の
考
え
は
。

　

市
長　

光
が
丘
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

は
、
地
域
の
様
々
な
団
体
な
ど
が
連
携

し
設
立
さ
れ
た
法
人
に
よ
り
運
営
さ
れ
、 

複
合
的
な
機
能
を
兼
ね
備
え
る
な
ど
、

他
の
政
令
市
で
は
例
を
見
な
い
先
進
的

な
施
設
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
新
た
な
施
設
の
開
設
や
運
営

に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必

要
性
や
他
の
地
域
活
動
支
援
制
度
と
の

均
衡
性
な
ど
も
考
慮
し
な
が
ら
課
題
の

整
理
に
努
め
て
い
き
た
い
。

▽
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

　

議
員　

本
年
４
月
１
日
に
設
立
さ
れ

た
市
環
境
事
業
協
同
組
合
と
の
連
携
、

支
援
、
活
用
策
に
つ
い
て
、
考
え
は
。

　

市
長　

市
内
の
資
源
回
収
事
業
者
に

よ
り
、
組
合
員
の
経
営
の
近
代
化
や
合

理
化
、
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
な
ど

を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し

て
お
り
、
今
後
市
民
へ
の
一
層
良
質
な

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
図
ら
れ
る
も
の
と

期
待
す
る
。連
携
や
支
援
に
つ
い
て
は
、

大
規
模
災
害
時
の
廃
棄
物
収
集
運
搬
に

関
す
る
協
定
の
締
結
に
向
け
た
協
議
を

は
じ
め
、
市
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参

加
要
請
な
ど
、
順
次
進
め
て
い
く
。

≪

そ
の
他
の
質
問
項
目≫

産
業
振
興
（
業
務
系
企
業
の
誘
致
）

横
浜
地
裁
相
模
原
支
部

合
議
制
実
現
の
取
組
は 

　
　
　

山
岸　

一
雄

（
新
政
ク
ラ
ブ
）

　

議
員　

横
浜
地
方
裁
判
所
相
模
原
支

部
で
の
合
議
制
実
現
に
向
け
た
本
市
の

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
現
状
の
認
識

は
。

　

市
長　

合
議
制
に
よ
る
裁
判
の
実
施

は
、
身
近
で
質
の
高
い
司
法
サ
ー
ビ
ス

の
確
立
に
つ
な
が
る
大
変
重
要
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
平
成　

年
１４

か
ら
継
続
的
に
国
に
対
し
て
要
望
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
、
政
令
指
定
都
市
と

し
て
の
都
市
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と

や
人
口
の
増
加
な
ど
を
踏
ま
え
、
平
成

　

年
か
ら
は
、
直
接
、
横
浜
地
方
裁
判

２４

所
を
訪
問
し
、
相
模
原
支
部
で
の
合
議

制
の
実
現
を
訴
え
る
な
ど
、
要
望
活
動

を
強
化
し
て
い
る
。

▽
橋
本
大
通
り
線
拡
幅
整
備
の
進
捗

　

議
員　

都
市
計
画
道
路
橋
本
大
通
り

線
の
拡
幅
工
事
に
つ
い
て
、
現
況
と
今

後
の
整
備
推
進
は
。

　

市
長　

国
道　

号
か
ら
相
模
原
北
署

１６

前
交
差
点
ま
で
の
約
５
２
０
㍍
が
４
車

線
道
路
と
し
て
整
備
済
み
で
あ
る
。
現

在
、
都
市
計
画
道
路
相
原
大
沢
線
ま
で

の
約
４
５
０
㍍
の
区
間
で
用
地
取
得
を

進
め
て
い
る
。
相
原
大
沢
線
と
の
交
差

点
部
で
は
、
右
折
レ
ー
ン
を
設
け
る
な

ど
、
安
全
性
や
利
便
性
の
向
上
を
図
る

た
め
、
順
次
整
備
を
行
っ
て
い
る
。

≪

そ
の
他
の
質
問
項
目≫

合
併
特
例
債
事
業
／
地
域
保
健
医
療
行

政
／
森
林
保
全
・
再
生
と
（
仮
称
）
相

模
原
市
市
民
の
森
構
想
／
救
急
体
制

会議録のご案内…本会議及び委員会の会議録は、市役所、緑区役所、南区役所及び各総合事務所の行政資料コーナー、図書館（相武台分館では本会議会議録の
み）で閲覧できます。６月定例会議の本会議及び委員会の会議録は、８月中旬までに配架する予定です。なお、本会議の会議録は、市議会ホームページでも検
索・閲覧できます。また、インターネット放映により、本会議及び委員会（議案、請願、陳情を審査するものに限る）のライブ中継と録画放映が視聴できます。

光
が
丘
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

小型音声受信機の貸し出し
　本会議・委員会を傍聴される方に、赤外線方式の音
声受信機を貸し出しています。これは小型の受信機に

より、マイクを通した音声をよ
り明瞭に聞くことができる装置
です。ご希望の方は、傍聴の受
付の際に職員にお声掛けくださ
い。（数に限りがありますので、
ご了承ください。）

議会内会派の構成 （議員の氏名は５０音順）

新 政 ク ラ ブ
小 野　 弘稲 垣　 稔石 川 将 誠阿 部 善 博
久保田義則岸 浪 孝 志折 笠 峰 夫小野沢耕一
中 村 昌 治寺 田 弘 子須 田　 毅佐 藤 賢 司
宮 下 奉 機溝 渕 誠 之古 内　 明沼 倉 孝 太

　山 岸 一 雄
公 明 党

栄　 裕 明久保田浩孝加 藤 明 徳大 崎 秀 治
米 山 定 克西 家 克 己関山由紀江菅 原 康 行

民 主 ・ 新 無 所 属
鈴 木 秀 成桜井はるな小 田 貴 久大 沢 洋 子

中 村 知 成関根雅吾郎
颯 爽

野 元 好 美長 友 義 樹小 池 義 和五十嵐千代
森   繁 之

日 本 共 産 党
松永千賀子藤 井 克 彦竹 腰 早 苗

市 民 連 合
小 林 正 明金子豊貴男江 成 直 士

み ん な の ク ラ ブ
小 林 倫 明栗 原　 大

会派に属していない議員
臼井 貴彦（無所属議員Ｂ）
大槻 　 研（無所属議員Ｄ）

市川 　 圭（無所属議員Ａ）
大田 　 浩（無所属議員Ｃ）

議
決
結
果

無
所
属
議
員
D

無
所
属
議
員
C

無
所
属
議
員
Ｂ

無
所
属
議
員
Ａ

み
ん
な
の
ク
ラ
ブ

市

民

連

合

日
本
共
産
党

颯　

爽

民
主
・
新
無
所
属

公

明

党

新
政
ク
ラ
ブ

議　　　　　　案
議
案
番
号

１
人

１
人

１
人

１
人

２
人

３
人

３
人

５
人

６
人

８
人

　

人
１７

市　長　提　出　議　案

可決

○○○○○○○○○○○
市立公文書館条例第５０号
非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正５１号
職員の配偶者同行休業に関する条例５２号

○○○○○○×○○○○市税条例の一部改正５３号

○○○○○○○○○○○

個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部改正５４号

附属機関の設置に関する条例の一部改正５５号
市立児童クラブ条例の一部改正５６号
環境影響評価条例５７号
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正５８号
消防長及び消防署長の資格を定める条例５９号
火災予防条例の一部改正６０号
不動産の取得（児童相談所用建物）６１号

委　員　会　提　出　議　案
可決○○○○○○○○○○○市議会基本条例第２号

議　員　提　出　議　案
可決○○○○○○○○○○○軽度外傷性脳損傷に関わる労災認定基準の改定等を求める意見書第３号

※議員提出議案第２号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書は、本会議で審議の結果、引き続き審議
することとなりました。

６月定例会議議案審議結果一覧表 凡例：○…賛成、×…反対

９月定例会議のお知らせ
　９月定例会議の予定は、次のとおりです。
　本会議・委員会は、午前９時３０分か ら 開会さ れる 予定です。
　また、決算特別委員会の各分科会は、それぞれ同日の委
員会終了後に開会される予定です。なお、委員会の審査の
状況により、翌日以降の開会となることがあります。

議会運営委員会１９日（火）８月
本会議（提案説明）２５日（月）
本会議（代表質問・個人質疑）３日（水）９月
本会議（代表質問・個人質疑）
〈本会議終了後〉決算特別委員会

４日（木）

総務委員会
決算特別委員会総務分科会

８日（月）

環境経済委員会
決算特別委員会環境経済分科会

９日（火）

民生委員会
決算特別委員会民生分科会

１０日（水）

建設委員会
決算特別委員会建設分科会

１１日（木）

文教委員会
決算特別委員会文教分科会

１２日（金）

決算特別委員会２４日（水）
本会議（一般質問）２５日（木）
本会議（一般質問）２６日（金）
本会議（一般質問）２９日（月）
本会議（委員長報告、採決）
〈本会議終了後〉議会運営委員会

３０日（火）

　水源地域対策特別委員会では、市の担当部局との質疑応答で取り
上げられた案件の検討のため、平成２５年１１月には、相模湖の湖岸崩
落の現状と防止策、緑区川尻（小松・城北地域）の里地里山保全に
ついて視察を行いました。また、平成２６年２月には、三重県松阪市
を訪れ、地域産材の利用拡大等を目的として幅広い林業関係者によ
り組織された「顔の見える松阪の家づくり推進協議会」と、先進的

　防災特別委員会では、地域防災計画、地震災害や風水害時の初動
体制、市災害対策本部の中での議会の位置づけ、平成２５年度から取
り組まれている「さがみはら防災・減災プログラム」等について、
市の担当部局に対して質疑を行いました。平成２５年１１月には、岩手
県大船渡市を訪れ、災害発生時の議会と議員の役割を明確にするた
めに策定された大船渡市議会災害対応指針について視察を行いまし
た。東日本大震災を経て、指針策定に至った経緯などの説明を受け、
活発な質疑を行いました。

　大都市制度に関する特別委員会では、平成２５年度の前半に、政令
市の市長、議長が連名で国に提出する平成２６年度国の施策及び予算
に関する提案（通称白本）と、大都市財政の実態に即応する財源の
拡充についての要望（通称青本）の案等について、所管部局から説
明を受け、質疑を行いました。年度後半は、政令指定都市移行の総
括として、テーマを６つに分け、３日間にわたって所管部局からの
説明を受けるとともに、質疑の後、各委員が、評価・意見を述べ、
協議の内容を中間報告としてまとめました。また、２月には、先進
都市である、静岡県、静岡市及び浜松市で視察を実施しました。

　基地対策特別委員会では、平成２５年７月開催の同委員会において、
市内に所在する米軍基地の現状、航空機騒音の状況等を把握するた
め、市の担当部局に対して質疑を行うとともに、同年１０月には、キ
ャンプ座間内の陸上自衛隊中央即応集団司令部ほか、市内の各基地
への視察を行いました。また、平成２６年２月の山口県岩国市への視
察では、同市内にある米海兵隊岩国航空基地と海上自衛隊岩国航空
基地の組織、配備等の現状や、同市における航空機騒音問題を含む
基地対策の取り組みについて活発な質疑を行いました。

　市議会には、必要に応じて議決により設置され、特定の問題を調
査研究する特別委員会があります。特別委員会の定数は、議会の議
決で定められ、委員の任期は、特別委員会が設置されている期間と
なります。
　平成２３年５月の臨時会で４つの特別委員会が設置されて以降、大
都市制度に関する特別委員会、議会基本条例に関する特別委員会、
広域交流拠点に関する特別委員会が順次加わり、現在、７つの特別
委員会があります。（定数は、平成２５年度）

特 別 委 員 会 活 動 報 告

　交通問題特別委員会においては、リニア中央新幹線、小田急多摩
線延伸、新しい交通システム、コミュニティバス、乗合タクシー、
バス乗り継ぎ施設の整備、津久井地域の生活交通確保、ＴＤＭ（交
通需要マネジメント）施策等の諸課題について、市の担当部局に対
して質疑を行いました。平成２５年１０月には北九州市を訪れ、地球環
境に優しいバスや鉄道等の公共交通や徒歩・自転車の利用促進を図
ること等を目的に策定した同市の総合交通戦略について視察を行い
ました。

な木材総合流通加工基地づくりを目的として整備された木材コンビ
ナート「ウッドピア松阪」について、視察を行いました。

　議会基本条例に関する特別委員会では、平成２５年５月に、大学教
授を招いて勉強会を行いました。また、同月、大阪府岸和田市と岡
山市において、各市の議会基本条例の内容と考え方、検討の進め方
や経過について、視察を行いました。（本市条例における検討経過
等は１面をご覧ください。）

　広域交流拠点に関する特別委員会は、平成２６年５月に開かれ
た第２回臨時会議で設置されました。この特別委員会では、橋
本駅周辺地区・相模原駅周辺地区を中心とした広域交流拠点の
まちづくりについて、今後、調査研究を行っていきます。

防災特別委員会（定数１２人）

大都市制度に関する特別委員会（定数１３人）

議会基本条例に関する特別委員会（定数１１人）

基地対策特別委員会（定数１２人）

交通問題特別委員会（定数１１人）

広域交流拠点に関する特別委員会（定数１１人）を設置
水源地域対策特別委員会（定数１２人）
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議会 基 本 条 例条文
　　　第４章　市長等との関係
（市長等との関係）
第９条　市議会は、二元代表制の下、市長等と独立対等の立場で常に緊張ある関係を保ち、
相互に議論を深めることにより、本市の意思決定を行うものとします。
（議会への説明等）
第１０条　市長等は、市政に関する重要案件について、市議会に対し説明するものとします。
２　市長等は、市議会から市政の調査に必要な情報及び資料の請求があったときは、これに
適切に対応するものとします。
３　市長等は、市議会に対し、市長等の事務の執行について、積極的に情報を提供するよう
努めるものとします。
　　　第５章　議会機能の充実
（議決事件）
第１１条　地方自治法第９６条第２項の規定により定める議会の議決すべき事件は、次のとおり
とします。
（１）総合計画の基本構想の策定及び改廃
（２）市民憲章の制定及び改廃
（３）都市宣言の制定及び改廃
（会議の充実）
第１２条　市議会は、第４条第２項に規定する活動原則に基づき、会議の充実に努めます。
２　議員は、会議において、議員相互の討議に努めるものとします。
（公聴会及び参考人制度の活用）
第１３条　市議会は、議案等の審査又は調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、公
聴会を開き、又は参考人を招致し、意見を聴くものとします。
（請願及び陳情の審査）
第１４条　市議会は、請願の審査に当たり、当該請願の紹介議員の説明を求めることができる
ものとします。この場合において、更に必要があると認めるときは、当該請願をした者の
意見を聴く機会を設けることができるものとします。
２　市議会は、陳情の審査に当たり、当該陳情をした者の意見を聴く機会を設けることがで
きるものとします。
（委員会活動の充実）
第１５条　委員会は、その所管する事項の審査に当たっては、活発な議論により、その権能を
十分に発揮するよう努めるものとします。
２　委員会は、その所管する事項に係る調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を
行うよう努めるものとします。
（議会局の機能強化）
第１６条　市議会は、市議会の政策立案及び政策提言能力を向上させ、議会機能の充実を図る
ため、議会活動を補佐する議会局の機能の強化に努めるものとします。
（議会図書室の充実）
第１７条　市議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、及
び運営するとともに、その充実に努めるものとします。
（専門的知見の活用）
第１８条　市議会は、会議における審議の充実、政策形成機能の強化及び市長等が実施する政策
の評価に資するため、学識経験を有する者等の専門的知見を適切に活用するものとします。
　　　第６章　議会の運営
（議会の運営）
第１９条　市議会は、公正、公平かつ円滑な議会運営に努めるものとします。
２　市議会は、必要に応じて随時に会議を開催するなど、機動性のある議会運営に努めます。
（質疑等）
第２０条　議員は、会議において、議案に対する質疑及び市の一般事務についての質問を行う
ことができるものとします。
２　会議における質疑及び質問並びにその答弁については、分かりやすく行うものとします。
３　市長等は、会議において、議長又は委員長の許可を得て、論点を明確にするため、議員
の質疑及び質問の趣旨を尋ねることができるものとします。
（会派）
第２１条　議員は、政策実現に資するため、その理念を共有する議員の集団として、会派を結
成することができるものとします。
２　会派は、所属の議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のための調査研
究を行います。
３　市議会は、議会運営を円滑に進めるために、必要に応じて会派間の調整に努めるものと
します。
（議会改革）
第２２条　市議会は、社会情勢その他の変化に迅速かつ適切に対応するため、議会の改革に不
断に取り組むよう努めるものとします。
　　　第７章　補則
（他の条例等との関係）
第２３条　この条例は、市議会に関する基本的事項を定める条例であり、市議会に関する他の
条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例との整合を図るものとします。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行します。

　相模原市は、平成１８年及び平成１９年の市町の合併を経て、平成２２年４月に高度な都市機能
と水とみどりあふれる豊かな自然が共存する、戦後に誕生した市として初めての政令指定都
市になりました。
　社会が高度化・複雑化し、地方分権が進展する中、大都市としての行政需要は増大し、二
元代表制の一翼を担う議会の役割はますます重要になってきています。
　ここに、わたしたち相模原市議会は、一層市民に信頼される開かれた議会を目指して、更
なる議会の改革と機能の強化に取り組み、市民の負託に全力で応えることを決意し、この条
例を制定します。
　　　第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、相模原市議会（以下「市議会」といいます。）の基本理念、市議会の
役割、相模原市議会議員（以下「議員」といいます。）の責務、市議会と市民との関係、
市議会と市長その他の執行機関（以下「市長等」といいます。）との関係、議会機能の充
実に関すること及び自主的かつ自律的な議会運営を実現するための基本的な事項を定める
ことにより、市議会が市民の負託に的確に応え、議会の使命を果たすことをもって、市民
の幸せと持続的で豊かなまちづくりに寄与することを目的とします。
（基本理念）
第２条　市議会は、地方分権の進展に的確に対応する議会を目指し、真の地方自治の実現に
取り組むことを基本理念とします。
（基本方針）
第３条　市議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針とします。
（１）二元代表制の一翼を担う議事機関として、その機能を最大限に発揮すること。
（２）市政に関する情報を積極的に公開し、市民に分かりやすく、開かれた議会の運営に努
めること。

　　　第２章　市議会の役割、議員の責務等
（市議会の役割及び活動原則）
第４条　市議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担います。
（１）議案等の審議及び審査に基づく議決により、本市の意思決定を行うこと。
（２）市長等の事務の執行について監視及び評価を行うこと。
（３）市政の課題の把握に努めるとともに、自治立法権を最大限に発揮し、政策立案及び政
策提言を行うこと。

（４）請願及び陳情を市民による幅広い提案や意見として位置付け、適切に生かしていくこ
と。

（５）意見書の提出、決議等により、国等への意思表明を行うこと。
２　市議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる事項を活動原則とします。
（１）市長等との活発な議論を尽くすこと。
（２）議会活動及び市政に関する情報を市民へ積極的に公開し、市民への説明責任を果たす
とともに、市民に分かりやすく開かれた議会運営に努めること。

（３）市民意見の把握に努め、適切な調査研究を行い、総合的な見地から活動すること。
（４）大規模災害等不測の事態が発生したときは、迅速かつ適切に対応すること。
（議員の責務及び活動原則）
第５条　議員は、次に掲げる責務を負います。
（１）市民の代表であり、かつ、公職であることを自覚し、議員としての品位を保ち、市民
全体の利益を念頭に置くこと。

（２）議事機関を構成する一員としての責任を自覚し、表決権を行使すること。
（３）政策立案及び政策提言に係る能力の向上に資するため、研 鑽 及び調査研究に努めるこ

さん

と。
２　議員は、前項各号に掲げる責務を果たすため、次に掲げる事項を活動原則とします。
（１）市長等の事務の執行について監視及び評価をし、的確な政策提言を行うとともに、日
々の調査研究の成果を議会活動に反映させるよう努めること。

（２）常に市民意見の把握に努めること。
（３）議会活動及び市政に関する情報を市民に対して説明するよう努めること。
（政治倫理）
第６条　議員は、市民の負託により、市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、
政治倫理を常に保持するものとします。
　　　第３章　市民との関係
（市民との関係）
第７条　市議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるものとします。
２　市議会は、市民が議会の活動に参加しやすい環境の整備に努めるものとします。
３　市議会は、議会活動に関する情報を市民に公開し、市民に対する説明責任を果たすもの
とします。
（会議等の公開）
第８条　市議会は、傍聴、インターネットの利用その他の方法により会議（地方自治法（昭
和２２年法律第６７号）第１１５条に規定する秘密会を除く。）を公開するものとします。
２　市議会は、公開した会議で使用した資料及び会議録の写しを公開するものとします。

市議会ホームページ独立とフェイスブック開設
　平成２６年１月から、独自のドメインを取得し、独立した市議会ホームページを設けるとと
もに、掲載内容を見直しし、市民が閲覧しやすい構成に改めました。また、同時に、市議会
議会局のフェイスブックページを開設し、市民への情報発信を開始しました。

市議会だよりのカラー化と記事の充実
　平成２４年５月の臨時号から、さがみはら市議会だよりをカラー化し、記事の読みやすさを
向上させるとともに、掲載記事として、常任委員会・特別委員会の活動報告、予算の委員会
審査概要、決算特別委員会各分科会の審査概要を追加し、市民へ情報提供する項目を増やし
ました。

定例会会期を１会期制に変更
　平成２６年３月定例会議から、従前は年４回に分かれていた定例会の会期を、基本として１
月初旬から１２月末までの年１回とするよう変更しました。会期をほぼ１年間とすることで、
議会が常に活動できるようになり、緊急的な課題に対して迅速な議会対応ができる体制とし
ました。

議会広報の充実

議事運営の改革

相模原市議会がこれまでに取り組んだ議会改革

委員会のインターネット中継開始
　平成２４年３月定例会から、議案、請願・陳情の審査に係る委員会の模様をインターネット
中継し、市民が傍聴に訪れなくても、その模様を視聴できる体制としました。

議場への質問席設置
　平成２５年３月定例会から、議場に質問席を設置し、市長・局部長などの答弁者とより近い
位置で、対峙して質問する方法を採用しました。

大型モニター設置と残時間表示開始
　平成２５年９月定例会から、議場に４台の大型モニターを設置し、質疑の模様などの映像を
映すとともに、質問時間を表示することにより、質問者は質問構成を円滑にできるようにな
り、また、傍聴者も質問者や会派の持ち時間が分かるようにしました。

一般質問に選択制一問一答制導入
　平成２５年１２月定例会から、議論の活性化を図り、また、市民により分かりやすい質疑とす
るため、一般質問の質問方式として、各議員が、従来の「一括質問一括答弁方式」のほかに、
「一問一答方式」、又は１問目を一括質問一括答弁・２問目以降を一問一答とする「併用方
式」を選択できるようにしました。
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